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                午前10時00分 開議 

                （出席議員数18名） 

――――――――――――――――――――――――― 

        開  議  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） これより、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――― 

        会議録署名議員の指名         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） 本日の会議録署名議員には、 

        日 里 雅 至 君 

        水 間 健 太 君 

を御指名申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） 日程第１、市政に関する一般質問

を行います。 

 質問の順序は、御配付のとおり、順次、行います。 

 質問は、８名の諸君により、15件の通告があります。 

 質問に当たっては、重複を避け、また答弁に際しまし

ても簡潔にされるよう御協力をお願い申し上げます。 

 それでは、ただいまより、大栗民江君の質問を行いま

す。 

 １番大栗民江君。 

○１番（大栗民江君） -登壇- 

 おはようございます。 

 通告に従い、一般質問をいたします。 

 １件目、ふるさと納税の取り組みについてお伺いしま

す。 

 ふるさと納税の展開についてです。 

 富良野市のふるさと納税におきましては、平成27年度

決算では、寄附金額は44件、172万5,000円の実績であり

ましたが、昨年12月１日より開始された全国ふるさと納

税返礼品専用サイトの導入とともに、返礼品の見直しや

申し込み方法などの拡充によって、大幅な寄附増につな

がっております。 

 ポータルサイトの富良野市ふるさと納税には、へそと

ワインとスキーのまち富良野市を応援してくださいとの

訴えとともに、北の国から感謝の気持ちをお届けします

のメッセージは、きれいな富良野ラベンダーを背景にア

ップされております。 

 そして、「富良野市は北海道の中央『どまんなか』に

位置し、美しい農村景観と雄大な大自然に囲まれたまち

です。昭和56年に放映されたテレビドラマ『北の国から』

のロケ地として全国的に知名度が上がり、多くの観光客

の皆さまに訪れていただいております。清流空知川がも

たらす肥沃な大地からは、『安全・安心』な品質の高い

農産物が生産されています。昨年、富良野市は、市制施

行50周年の節目の年を迎えました。これからも富良野市

の礎を築いた先人に感謝し、未来を担う子供たちに誇れ

るまちを目指して、住み慣れた地域で生きがいを持ち、

安心して暮らせるまちづくりをすすめます」と丁寧に紹

介をされています。 

 また、選べる使い道を記載されており、富良野市への

応援を趣旨とする貴重な寄附金は基金として積み立て、

まちづくりの事業に活用させていただきますとし、教育

の充実、農林業の振興、医療・介護・福祉の充実、その

他市長が必要と認める事業を示されています。 

 ふるさと納税の返礼品事業を開始されてから３カ月が

経過をいたしましたが、現在、富良野市に寄せられたふ

るさと納税は割愛をさせていただきまして、寄附をして

くださった方々には、ふるさとへのさまざまな思いがあ

り、使い道を選ばれておられますが、ふるさと納税でい

ただいた貴重な寄附の使い道について、今後どのように

活用されていかれるのでしょうか、お伺いします。 

 寄附をしてくださった方々にわかるような政策のアピ

ールでふるさと納税が有効に活用されていることを知っ

ていただき、今後とも富良野市を応援していただけるよ

う、情報発信、ＰＲについて考えをお伺いします。 

 寄附をしてくださった方々からは、返礼品が魅力的だ

からとの回答が多く示されております。ポータルサイト

では、１万円の返礼品が27品目、２万円が20品目、３万

円が15品目、５万円が７品目のコースを紹介され、ワイ

ンなど15品目は品切れ中の状況であります。 

 ふるさと納税は、自主財源の確保とともに、富良野特

産品の魅力を広く知っていただく機会に寄与することに

鑑みると、返礼品の品目やコースなどの拡充が必要と考

えますが、今後の拡充についてお伺いします。 

 平成28年第３回定例会では、富良野の特産品のＰＲ、

地域経済の活性化という部分では、交流人口の拡大で富

良野に来ていただけるような取り組みの考えについて行

った質問では、返礼品の充実もありますが、将来的には

いかに富良野に来てもらうかといった返礼品のあり方も

今後は検討していきたいとの答弁でありました。富良野

市は、豊富な特産品の食文化に加え、有形・無形の財産

がたくさんあり、この地を訪れないと体験することがで

きない文化や魅力などもたくさんあります。寄附者との

交流や移住に結びつけていくことができるような今後の

展開、方針についてお伺いします。 

 ２件目、交通安全・事故防止についてお伺いします。 

 高齢者の交通安全についてです。 

 本格的な人口減少と超高齢社会の到来とともに、高齢

者ドライバーは年々増加を遂げ、75歳以上の運転免許保

有者は、2015年末で477万人、前年比では約30万人増とな

り、2018年には推計で532万人に達する見通しとされてい
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ます。 

 高齢者ドライバーに関係した交通事故が相次ぐ中、国

においては、自動ブレーキなどを登載した安全運転サポ

ート車の普及や、運転免許センター内に医療系専門職員

を配置し、運転免許自主返納や運転断念後の移動手段や

生きがいなど、生活様式についてのカウンセリングを行

う相談体制の整備を図る取り組みが加速されております。 

 北海道では、交通事故死者に占める高齢者の比率が高

く、死者の約半数は65歳以上の高齢者で占められ、高齢

者ドライバーが原因となる事故の比率についても、平成

28年中に発生した人身事故のうち65歳以上の運転者によ

るものは2,512件で、全体の22.2％を占められ、全国平均

より高い水準で推移されており、うち死亡事故は42件で、

全体の28％を占め、前年比では４件減少されております

が、75歳以上の高齢者ドライバーによる死亡事故は16件

で、前年比で５件増加をされております。 

 本市では、平成27年、富良野市交通事故統計において、

事故原因者となる第１次当事者の年齢構成は30歳代、40

歳代の運転者の事故が増加しておりますが、50歳代以降

の高齢層の事故が45％と半数近い状況を示されておりま

す。 

 ３月12日より改正道路交通法が施行され、リスクの高

い高齢者ドライバーへの対策が推進されますが、高齢者

ドライバー本人や家族の方が不安を抱えていることも多

く、新制度の周知が大切と考えますが、制度の改正点と

周知方法についてお伺いします。 

 平成25年第３回定例会における黒岩議員の高齢者の運

転免許証の自主返納の支援策の取り組みについての一般

質問では、高齢者の視力や運転機能の低下に伴う運転の

危険性と安全運転について、関係機関などと連携して指

導、啓発に努めてまいりますが、支援事業の導入につい

てもあわせて検討してまいりたいとの答弁がありました。 

 私は、超高齢社会だからこそ、運転免許証を返納して

も、住みなれた地域で安心して暮らしていける環境を整

えることが重要と考えます。車の運転は、高齢者の生き

がいや尊厳にもかかわっており、移動手段や生きがいな

ど高齢者の生活を支える支援のあり方など、丁寧な体制

整備が必要と考えますが、認知症などにより連携免許取

り消しの対象者に対する高齢福祉との連携について考え

をお伺いします。 

 高齢者ドライバーによる交通事故を未然に防ぐため、

運転に不安を持つ高齢者が運転免許証を自主返納しやす

い、また、不安を抱く家族が自主返納を勧めやすい環境

づくりのため、運転免許の自主返納をサポートする高齢

者運転免許自主返納サポート制度を行っている自治体も

あります。運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の

交付を受けた高齢者が、運転経歴証明書を掲示すると特

典を受けられる制度で、高齢者運転免許自主返納サポー

ト協議会を発足され、サポートする企業や店舗などでさ

まざまな割引や優遇施策が施されており、東京都、大阪

府、京都府、神奈川県、大分県などなど、各地で広がり

を見せております。 

 道内では、北竜町が平成27年４月から、高齢者の運転

による交通事故防止と外出を支援することを目的に、65

歳以上の運転免許自主返納をされた町民に、タクシーチ

ケットを支給する高齢者運転免許証自主返納サポート事

業を行われています。 

 雨竜町でも、平成28年４月から、高齢者の運転による

交通事故の防止及び外出支援を目的として、65歳以上の

運転免許証を自主返納した町民にハイヤー利用料金の助

成を行う高齢者運転免許証自主返納サポート事業が行わ

れています。 

 新篠津村では、平成28年４月から、交通事故を未然に

防ぐことを目的に、運転免許証を自主返納された65歳以

上の村民に交通機関利用券の交付を行う、高齢者運転免

許証自主返納サポート事業を実施されており、浜頓別町

では、身体障がい者や高齢者を助成対象とした福祉タク

シー事業を実施されていましたが、平成27年４月から、

運転免許証の自主返納を促進し、高齢者の交通事故を防

止するために、65歳以上で運転免許証の自主返納者を新

たに助成対象に加え、浜頓別町高齢者等生活交通サポー

ト事業を実施されています。 

 高齢者運転免許保有者が増加する状況の中、高齢者の

事故を未然に防ぐために、富良野市においても高齢者の

方が自主返納しやすい環境整備が必要と考えます。 

 そこで、運転免許自主返納制度の取り組みの現状につ

いてお伺いします。 

 また、高齢者の事故防止のためにも、返納を促す取り

組みを進めるべきと考えますが、今後の促進策について

考えをお伺いいたします。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

 おはようございます。 

 大栗議員の御質問にお答えをいたします。 

 １件目のふるさと納税の取り組みについてのふるさと

納税の展開についてであります。 

 昨年12月から地方創生の観点から、広く富良野産品を

ＰＲし、地域経済の活性化を目的に、ふるさと納税の取

り組みを拡充させております。 

 実績につきましては、２月６日現在で3,060件、金額に

おいては5,012万円となっているところであります。寄附

者の目的別の内訳につきましては、教育の充実に729件、

1,129万円、農林業の振興に912件、1,480万円、医療・介

護・福祉の充実に520件、849万円、その他に899件、1,554
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万円となっているところであります。 

 寄附の使い道につきましては、寄附者の寄附目的を尊

重するとともに、農業、観光、環境、福祉、教育など、

本市のまちづくりをアピールできる効果の高い事業に充

てる考えであり、また、ホームページ等で公表してまい

ります。情報発信についても、ポータルサイト上の発信

に加え、ホームページ及び広報等を活用したＰＲを検討

してまいります。 

 今後の返礼品につきましては、これまでと同様、あく

までもメード・イン・富良野を基本に考えているところ

でありますが、さらに、宿泊や農業及び自然体験など、

富良野を知っていただき、交流人口の増加につながる展

開も検討してまいりたい、このように考えているところ

であります。 

 ２件目の交通安全・事故防止の高齢者の交通安全につ

いてであります。 

 このたびの改正道路交通法の大きな改正点の一つとし

て、高齢運転者対策があり、75歳以上の運転者に対する

臨時適性検査制度の見直しと、臨時認知機能検査・臨時

高齢者講習制度の新設となっているところであります。 

 現在、75歳以上の方に対して行われております免許更

新時の認知機能検査に加えて、75歳以上の運転者が、信

号無視、一時停止違反など一定の違反行為があった場合

においても、臨時認知機能検査を受けることとなります。

その結果、認知症のおそれがあると判定された方につき

ましては、臨時適性検査として医師の診断を義務づけら

れます。さらに、診断の結果、認知症であることが判明

した場合は、免許の取り消し処分の対象となるという改

正であります。 

 この改正の周知でありますが、昨年から地域や高齢者

クラブなどで開催されます交通安全教室の際にお知らせ

をするなど対策を行っているところであり、高齢者福祉

の所管とも十分連携を図り、周知啓発に努めてまいりま

す。 

 次に、運転免許自主返納の取り組みの現状と今後の促

進対策についてであります。 

 返納により自動車の運転ができなくなることによる利

便性の低下などがございますが、もともと免許を持たな

い市民との公平性の観点から、現時点において促進対策

については実施にしていないところであります。 

 また、個々の身体状況が同じではなく、高齢者である

ことのみをもって一律に免許返納を促進するものではな

いため、高齢者の訪問、交通安全教室の際に、免許の自

主返納について制度周知を図ってきているところであり

ます。 

 道内各地における返納対策実施状況は、平成27年調査

におきましては、返納対策を実施している市は１市、検

討中が９市、未検討が25市となっているところでありま

す。他市においても課題となっているところであり、引

き続き、状況把握に努め、返納促進及び支援事業のあり

方も含め、今後検討してまいります。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

 １番大栗民江君。 

○１番（大栗民江君） それでは、交通安全、事故防止

についてお伺いいたします。 

 今後、さまざまなあり方を含めて検討していくという

御答弁でございましたが、内閣府が１月に公表した交通

安全に関する世論調査がございます。その中では、高齢

者ドライバーの事故を防ぐために重要な取り組みは何で

すかということを聞いたところ、一番多いのが身体機能

のチェック強化が約71％、次に、認知症の早期診断が体

制整備で約59％、続いて、高齢者の移動手段確保に向け

た地域公共交通網の整備が約53％、運転免許証の自主返

納のメリットの拡充や広報の強化が53％という結果が公

表されております。 

 自主返納に対する取り組みについては、富良野市の実

態というのは、まだ詳しい分析などが行われていないよ

うに思いますが、今後、どこに自主返納の難しさがある

かなど、今後、実際に自主返納された方へのアンケート

とか、いまの高齢者の意見を聴取するなどの実態把握が

本市においても必要ではないかと考えますけれども、御

見解をお伺いいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 市民生活部長長沢和之君。 

○市民生活部長（長沢和之君） 大栗議員の再質問にお

答えいたします。 

 いまの調査結果ということで、認知症に関すること、

それから、返納のメリット等を含め広報で周知するとい

う話がございました。 

 現在の富良野署管内での返納の実態は、やはり高齢者

の運転者数増加に伴ってふえているという話がございま

す。そういった実態を踏まえて、その調査、そして、高

齢者の方には私どもの高齢者担当部署といったところに、

自主返納の仕組み、家族を含めてこういったことがあり

ますよと、それから、今回の改正点についての周知とい

ったものを、担当部署を含めて対応してまいりたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で、大栗民江君の質問は終了

いたしました。 

 次に、水間健太君の質問を行います。 

 11番水間健太君。 

○11番（水間健太君） -登壇- 
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 さきの通告に従い、順次、質問いたします。 

 昨年、総務省統計局から平成27年国勢調査の人口速報

集計結果が発表され、日本の人口は、1920年国勢調査開

始以来、初めて減少に転じました。日本は、戦後復興期、

高度経済成長期において、画一的な行政システムで社会

インフラの整備を進め、著しい経済発展を遂げ、世界で

も有数の経済大国となりました。しかし、成熟期を迎え、

世界でも例を見ないスピードで人口減少と高齢化が進み、

住宅需要の減少による空き家の増加、消費と労働力の減

少に伴う地域経済の疲弊、医療費の増大、年金負担の増

大などの懸念は多岐にわたります。 

 その影響は、地方において顕著にあらわれることが予

想され、維持や存続が危ぶまれる地域は数多くあり、生

活利便性の比較的高い中心部においても、コミュニケー

ションの脆弱化、商店等の撤退と相まった荒廃化など、

深刻な問題が顕在化しつつあります。 

 そのような中、持続可能なまちづくりが提唱され、つ

くるまちづくりから育てるまちづくりへの転換が求めら

れています。人口減少や財政問題などの制約がある中、

社会インフラや公共サービスをいかに維持していくかは、

地域住民にとって、とても関心の高いことです。これは、

行政や地域住民の一方が考えるのではなく、地域に住む

人間としてともに考え、ともに行動していかなければな

りません。これまでの公共サービスのように、行政が管

理したサービスを市民に提供するだけではなく、市民も

公共サービスの提供者となる新しい公共の概念を浸透さ

せる必要があります。 

 本市において、中心市街地活性化事業にふらのまちづ

くり会社がかかわるなど、官民一体となったまちづくり

が進められていることは、全国的に見ても成功事例の一

つであるし、事例として地域住民にも理解がされやすい

と思います。 

 このように、地域課題や目的を共有し、市民と行政が

ともに取り組むまちづくりを全市的に広げ、本格的な協

働のまちづくりを進めていく必要があります。しかし、

市民と行政の協働は、まだまだ新しい領域とされ、市民

と行政がどのような関係性を保ち、どのような活動を行

えばよいか、十分な理解が進んでいないのが現状である

と感じます。 

 協働が単なる行政コストの削減であってはいけないし、

市民と行政が一方に依存し過ぎることがあってもいけま

せん。責任と行動において相互に対等であり、尊重し合

い、そして、補完し合える関係を前提とする必要があり

ます。協働のまちづくりがただのフレーズで終わらない

ように、地域の未来をつくる手段としてしっかり機能さ

せるために、協働に対する理解、協働を進める環境、協

働の推進体制を整えていく必要があると思います。 

 そこで、市民協働のまちづくりについて３項目お伺い

いたします。 

 まず、市民協働の考え方についてお伺いします。 

 先ほども申し上げましたが、市民協働と言っても明確

なイメージを市民と行政が共有できていないのが現状で

あると思います。協働と言っても、さまざまな形態があ

り、千差万別です。しかし、協働の定義や事例を共有す

ることは、協働事業や市民の理解を進める上で重要にな

ってくると思います。全国各地でも協働のまちづくりが

推進されていますが、多くのまちが協働の定義を市民、

団体、企業、行政が一緒になり、公共的な課題解決に取

り組むこととしています。みんなで力を合わせて住みや

すいまちにしましょうと言いかえることもできると思い

ます。自分目線で考えると、自分が責任と自覚を持って、

人のためにできることを、協力を得ながら行うというこ

となのかなと思います。 

 協働を進めるに当たり、まず必要になってくることは、

地域の課題を自分事として捉える当事者意識であり、社

会の一員として責任と自覚を持つ意識の醸成が最初に必

要になってくると思います。協働は、目的ではなく、手

段であるということをしっかりと認識する必要があると

思います。 

 そこで、市民協働の考え方について２点お伺いいたし

ます。 

 １点目に、本市では、協働の定義をどのように捉えて

いるか。 

 ２点目に、総合計画基本目標５の市民と地域、行政が

協働して築くまちづくりとありますが、本市における市

民協働の現状についてお伺いいたします。 

 次に、２項目めの市民協働の環境づくりについての１

点目、市民の理解を進める環境についてお伺いいたしま

す。 

 本市では、主体性を持ち、活動している多くの団体や

個人がいます。イベントを通じた地域活性化や子育てサ

ークルなど、テーマ性を持ち、社会貢献やコミュニティ

ーの形成に寄与する活動を行っています。町内会や自治

会を初め、コミュニティーの希薄化が懸念されています

が、情報通信技術の発達や価値観の多様化により、趣味

型活動も含め、さまざまな自主的な市民活動がふえ、特

化され、細分化されていますが、コミュニティーの数は

ふえてきているとも捉えることができると思います。 

 しかし、それぞれのコミュニティー同士がお互いを知

る機会が少ないことが課題であると感じます。それぞれ

の市民活動や市民同士の協働、市民と行政が協働した活

動や団体の情報を集積し、活動内容や情報を紙媒体やウ

エブで継続して発信することで、相互に理解を深め、協

力し合う相乗効果にもつながり、市民活動や地域活動に

参加したいが、できていない地域住民の掘り起こしにつ

ながると考えます。 
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 また、本市では、パブリックコメントや地域懇談会な

ど、市民の声を聞く機会を多く設け、市政へ反映させて

います。市民との協働をさらに進めるために、市民から

の要望や提案を聞き、行政が課題解決に動くだけではな

く、市民活動団体が主体となり、地域課題の解決の事業

提案と実施をする提案型協働事業の仕組みを取り入れる

ことで、市民の当事者としての意識と協働に対する理解

が深まるのではないかと思います。 

 市民協働の理解を進めるためには、協働の見える化を

することが効果的であると考えます。市民の理解を進め

る環境について、市民活動団体などの情報発信について

と、提案型協働事業の実施について見解をお伺いします。 

 次に、市民の理解を進める環境についての２点目、協

働の仕組みの構築についてお伺いします。 

 本市では、住んでよかったと実感できるまちを市民と

市がともに考え、つくり上げることを目的に、平成17年

に富良野市情報共有と市民参加のルール条例を定めまし

た。ここでは、市民参加の方法として、市民政策提案、

パブリックコメント、ワークショップ、意見交換会、審

議会等、公聴会、その他とあります。この条例は、市が

行う事業に対して市民の意見を反映させるための条例で

あり、一つの協働の形であると思います。協働への理解

を進めるためには、市民の意見を聞くことだけではなく、

市民と行政がともに行動する仕組みが必要だと考えます。 

 協働の基本的な考え方、定義、意義、事例や協働事業

を行うに当たってのルールなどをまとめたマニュアルの

作成や制度設計が必要だと考えますが、見解をお伺いし

ます。 

 また、総合計画基本目標５、個別目標１、推進施策２

の中に、市民や団体、組織等が、経験と専門性を生かし

ながら新たな公共サービスの担い手として活動ができる

よう、協働推進のための制度化について検討を行います

とありますが、進捗状況についてお伺いします。 

 次に、３項目めの市民協働の推進についてお伺いしま

す。 

 協働にもさまざまな形がありますが、町内会や自治会

に目を向けると、新しい造成地、古い造成地によって年

齢構成が違い、地域課題や求めることは大きく変わって

くると思います。協働の推進に当たり、それぞれの地域

の中での活動を活発にしていくことはとても重要なこと

だと思います。それぞれの地域によってニーズの違う中、

拠点となり得る地域会館や公園の活用に自由度を持たせ、

高齢者や子育て世代などが集いやすくすることで活動の

場を広げることは協働の推進につながると考えますが、

見解をお伺いします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

 水間議員の御質問にお答えをいたします。 

 市民協働のまちづくりについての１点目、市民協働の

考え方についてであります。 

 地域のさまざまな問題や課題を解決するために、行政

と市民、町内会・自治会、ボランティア団体やＮＰＯ法

人などがそれぞれの特性を発揮し、協力していくことと

捉えているところであります。 

 多様化・複雑化する市民ニーズや地域の課題に的確に

対応していくためには、行政がサービスを一元的に担う

これまでのシステムでは対応できない状況も見られるた

め、市民と行政が協働して公益的な活動を推進していく

ことで、地域づくりの主体性が高まり、市民みずからま

ちづくりを行う住民自治の実現につながるもの、このよ

うに考えているところであります。 

 次に、市民協働の現状につきましては、連合町内会や

各町内会の自治活動を初め、自主防災活動の取り組み、

また、ＮＰＯ法人山部まちおこしネットワークや富良野

樹海の里ネットワーク、市民団体ふらの花火大会実行委

員会や市民後見センターふらのなど、多様な団体による

地域活動が挙げられるところであります。 

 次に、２点目の市民協働の環境づくりについての市民

の理解を進める環境についてであります。 

 連合会、町内会などが行うコミュニティー活動やボラ

ンティア団体、ＮＰＯ法人などの市民活動につきまして

は、これまでも、広報ふらのでお知らせしているところ

でありますが、さらに、市ホームページにおいても、コ

ミュニティー活動や市民活動の情報を集約し、協働の取

り組みを市民に発信をして周知を図ってまいります。 

 市民提案による協働事業の実施についてでありますが、

本市におきましても、防犯灯や資源回収ステーションの

管理など、町内会と協働した取り組みを行っているとこ

ろでありますが、さらに一歩進んで、公募型協働事業に

取り組んでいる自治体もございますので、今後、調査研

究をしてまいります。 

 協働の仕組みの構築についてでありますが、平成17年

に富良野市情報共有と市民参加のルール条例を、自治基

本条例を最終的に目指すとしながらも、まずはまちづく

りの基本となる情報共有と市民参加の具体的な手法を規

定する条例として策定いたしました。第２段階のともに

行動するためのルール化の制度検討につきましては、現

在、学校、図書館におけるＰＴＡや読み聞かせサークル

による読み聞かせ、ファミリー・サポート・センターに

おける子育て支援、東山地域連絡協議会における会員に

よる地域の農産物販売などさまざまな団体・組織により

協働の取り組みがスタートしているところであります。 

 このように多様な協働のあり方ができてきており、さ

らに、取り組みの実績を積み上げる中におきまして、当
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市においては、どのような制度がよいのか、条例化が必

要なのかを含め、市民との協働推進のため、検討を進め

ているところであります。 

 次に、３点目の市民協働の推進についてであります。 

 町内会を中心とした地域活動の拠点として、現在、25

の地域会館があり、市民協働の趣旨を踏まえ、その管理

運営については、地域の運営委員会を指定管理者に指定

し、各地域の状況に合わせた利用をしていただいている

ところであります。それぞれの地域会館運営委員会の中

で、利用しやすい体系を考えていただければと考えてい

るところであります。 

 また、女性センターやふれあいセンターなどの公共施

設も活用していただき、市民活動が広がるように支援を

進めてまいりたい、このように考えているところであり

ます。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

 11番水間健太君。 

○11番（水間健太君） それでは、再質問をさせていた

だきます。 

 まず、市民協働の環境づくりの１点目の市民活動団体

等の情報発信についてです。 

 ただいま、これから紹介していくというような答弁を

いただきましたけれども、私の考えとしては、先ほど紹

介した活動も含めて、たくさん活動している団体があり

ます。ただ、協働を進めるに当たって、やはり最初に必

要なのはやっているというような一方的なことではなく

て、やはり市民の理解を進めることで、先ほども言いま

したが、協働と言ってもなかなかイメージができないの

で、推進につながらない点もあると思います。 

 まず、市民の理解を進めるために、具体的なイメージ

として理解をしてもらうために、それぞれ地域で活動し

ている団体や個人の情報を一つにまとめた発信をしなけ

ればいけないのかなというふうに思います。 

 その１点に、例えば、ウエブ上で紹介するにしても、

そういう専用のページをつくって、そこでまとめて地域

団体を紹介する、どういうような人たちで構成されて、

どういうような活動しているかを紹介することによって、

地域の協働の形というのはこういう活動なのだな、それ

だったら私たちもできるなとか、私もこういう団体に参

加してみたいなというふうな意識をつくっていくことが

大切なのではないかと思います。 

 先ほど、これから広報などを通じて発信をしていくと

いうふうに御答弁をいただきました。それももちろん必

要だと思うのですけれども、そういうふうに一元化した

情報発信が必要だと思いますが、見解をお伺いいたしま

す。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 市民生活部長長沢和之君。 

○市民生活部長（長沢和之君） 水間議員の再質問にお

答えします。 

 紹介ということで、広く周知するということで、現状

で言いますと、広報ふらのの中で、毎号、ふらのコミュ

ニティレポートというような形では、団体・サークル等

を紹介しております。 

 いまおっしゃったように、それを一元化した、市民の

協働というような形で、協働とはどういうことなのか、

それから、こういう団体がありますよ、こういう活動し

ていますよと集約しているものは、確かに御指摘のとお

りございません。そういう協働に特化したようなページ、

それから、紹介するための把握が必要ですが、これまで

広報では把握した分をまとめる、また、新たに把握して

紹介する、そういった集約したページを、今後、作成し

て、そういった形から進めていくということで考えてい

きたいと思います。 

 以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて、質問ございますか。 

 11番水間健太君。 

○11番（水間健太君） 続いて、市民協働の推進の地域

会館や公園などの活用方法についてです。 

 ただいま、町内会連合会などに指定管理をして活用を

進めているところだというお話を聞きましたが、現状、

なかなか使いづらいとか、いつあいているのかわからな

い、誰に聞けばいいのかわからない、そういうような声

を大変多く聞きます。全ての会館において、それを一律

にして、では、どこがあいているかどうかというのは難

しいかもしれないのですけれども、一つの形として、比

較的収容人数が多いとか、部屋数が多かったり、活用の

しやすいところだけでも、その空き状況や料金だったり、

誰に確認したらいいのかというのをわかりやすくするよ

うなシステムが必要だと思うのです。そういうような会

館などの空き状況を簡単に照会できるシステム、例えば、

ホームページ上で、そこのページを見れば、いま、この

日はもう予約入っていますというようなシステムを入れ

て、市民にもっと活用しやすくしたらどうなのかなと思

うのです。 

 現状の管理体制において、問題点、課題、これからこ

ういうふうにしていかなければいけないというものを、

もし考えていることがあれば、見解をお伺いします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 市民生活部長長沢和之君。 

○市民生活部長（長沢和之君） 水間議員の再質問にお

答えいたします。 

 まず、会館につきましては指定管理ということで運営

していただいております。その中で、実際はそこの会館

の管理者に確認していただくということが原則になるか
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と思います。ただ、どういう地域会館があるか、それか

ら、問い合わせをどうするとか、そういう照会は、ホー

ムページ等でもきちんと確認できるような仕組みは考え

ていきたいと思います。 

 ただ、空き状況というのは刻々変わりますし、それを

逐次そういう形で紹介するというのは、いまの段階では

困難かと思います。そういったことで、可能な限り、地

域会館の紹介、連絡をどうしたらいいかといった情報に

つきましては、提供できるような形で考えていきたいと

思います。 

 問題点等につきましては、広く指定管理者が運営委員

会という中でやっていただいておりますので、地域の方

が使いやすい形で運営していただいております。特にい

まこちらで問題点を把握しているということはございま

せん。 

 以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で、水間健太君の質問は終了

いたしました。 

 次に、天日公子君の質問を行います。 

 ８番天日公子君。 

○８番（天日公子君） -登壇- 

 通告に従い、順次、質問をしていきます。 

 １件目、誰もが健康で安心のできる地域づくり。 

 第６期富良野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画の推進状況について。 

 平成28年度市政執行方針の中で、やさしさと生きがい

が実感できるまちづくり、誰もが健康で安心のできる地

域づくりの中で、高齢者が安心して住みなれた地域で暮

らし続けることができる地域包括ケアシステムの構築が

求められる中、第６期富良野市高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画の２年目として、現行の予防給付による

訪問介護・通所介護サービスを新たな介護予防・日常生

活支援総合事業に順次移行し、認知症の予防啓発やふま

ねっと運動の普及、ふれあいサロン運営支援など、介護

予防活動を推進するとともに、助け合い支え合いの地域

づくりに向け、地域福祉活動の現状とニーズの把握を行

い、地域に合った生活支援、介護予防に取り組んでまい

りますと方針を述べられており、平成29年度もさらに引

き続き推進していく方針を立てられております。 

 地域包括ケアシステムの構想は、第５期の介護保険事

業計画のときから取りざたされており、富良野市でも、

６期計画にははっきりと計画にのっております。地域包

括ケアシステムの構築では、医療、介護、予防、住まい、

認知症ケア、相談体制、生活支援サービスを切れ目なく

提供することが求められ、地域包括支援センターが拠点

となって推進する必要があります。 

 本市の地域包括支援センターは、市直営で１カ所の設

置で、地域包括ケアシステムの構築する単位として市内

全域を一つの圏域として設定するとしております。 

 １点目、昨年、改めて条例による富良野市地域包括支

援センターが設置されましたが、意図は何なのか。また、

地域包括ケアシステムの進捗状況、特に介護予防の取り

組み状況と課題について、また、目指す取り組みを市民

にどのように伝えていくのか、お聞きいたします。 

 ２点目、助け合い支え合いの地域づくりに向け、社会

福祉協議会に生活支援コーディネーターを設置しており

ます。地域福祉活動の現状とニーズの把握を行い、地域

に合った生活支援、介護予防に取り組むためとしており

ますが、どのような方法でニーズの把握をしているのか。

また、必要なサービスをつくっていくという業務を担っ

ているわけですが、ニーズの事業化はどのようなスケジ

ュールでするのでしょうか。推進体制の中で、社会福祉

協議会がどのような位置づけなのか、お聞きいたします。 

 ３点目、予防給付による訪問介護・通所介護サービス

を新たな介護予防・日常生活支援総合事業に移行してお

りますが、現在、要支援１・２の方へのサービスはどの

ようになっているのでしょうか。また、地域包括ケアシ

ステムの中の目的の一つである地域での受け皿はどのよ

うになっているのでしょうか。また、今後、総合事業の

事業費はどのようにしていくのか、お聞きいたします。 

 ４点目、介護予防活動を推進するに当たって、認知症

の予防啓発やふまねっと運動の普及、ふれあいサロン運

営支援などについて、現状と課題はどのようになってい

るのでしょうか。 

 ５点目、介護人材においては、2025年には38万人余り

足りなくなると言われております。昨年の６月定例会で、

市民福祉委員会の調査で報告があり、介護老人保健施設

ふらの、デイサービスセンターいちい、特別養護老人ホ

ーム北の峯ハイツの３カ所の現地調査をしております。

ここでの課題は、介護報酬と、介護・看護などの人材確

保が報告されております。現在、富良野の介護・看護の

人材不足についてどのように把握をしているのでしょう

か。また、このような状態で、介護保険事業である基盤

整備が行われていますが、実際、市民はサービスをきち

んと提供してもらえるのでしょうか。施設整備が進んで

いく中で、介護職員の確保についてどのように考えてい

るのでしょうか。 

 ２件目、住みやすいまちづくり、富良野市男女共同参

画の推進について。 

 男女共同参画社会基本法の目的は、男女共同参画社会

の形成であり、形成に関し、基本理念を定め、総合的か

つ計画的に推進することを目的とするものとしています。 

 この法律には、前文があり、以下のように書かれてお

ります。 
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 「我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取

組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進

められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我

が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する

ことができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と

なっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現

を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置

付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重

要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念

を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地

方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する

取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制

定する」とされております。 

 そして、五つの基本理念が規定されております。１、

男女の人権の尊重、２、社会における制度または慣行に

ついての配慮、３、政策などの立案及び決定への共同参

画、４、家庭生活における活動と他の活動の両立、５、

国際的協調、を掲げ、政府はこれらの男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的な推進を

図るため、男女共同参画基本計画を定め、市町村も国の

男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を

勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を定

めるように努めなければならないとあります。 

 １点目、富良野市男女共同推進計画の計画期間は平成

21年度から30年度として、現在、28年度が終わります。

この計画の趣旨で、富良野市は富良野市において目指す

べき都市像である「協働・感動・生き活きふらの」の実

現に向けた富良野市総合計画を推進するために、男女共

同参画推進計画を個別計画として位置づけ、本計画を策

定することにしました、とあります。現在の総合計画の

将来像の目指す姿は、安心と希望、協働と活力の大地「ふ

らの」であり、第５次富良野市総合計画の個別計画とし

て扱うには無理があると思われます。 

 そこで、提案ですが、富良野市総合計画の個別計画で

はなく、男女共同参画基本法にも記されていますように、

我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ、社会のあ

らゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の推進を図っていくとされておりますので、

取り組みを明確にさらに一歩進めるためにも富良野市で

も男女共同参画条例の制定と、それに合わせて基本計画

を策定することが得策ではないでしょうか。 

 現在ある基本計画の期間についても必要に応じて見直

しができるようになっておりますので、平成29年度から

取り組むべきと思いますが、お聞きいたします。 

 ２点目、推進計画の具体的な取り組みについてお聞き

いたします。 

 富良野市の第５次総合計画では、前期の基本計画推進

施策評価報告書においては、人権意識の高揚と男女共同

参画の推進が挙げられ、男女平等の社会参画に対して不

満と思う市民の割合が平成21年度現状値17.1％、平成27

年度10％以下の目標値を立てて、平成26年度の市民意識

調査では、実績値17.2％、達成率58％となっております。

これはどのように捉えているのでしょうか。 

 また、平成26年、27年に行われた女性のための起業ワ

ークショップがありましたが、参加者の中から起業され

た方が２名、現在、起業を考えている方が１名いると聞

いております。新たに仕事にチャレンジされ、市役所で

働いている方もいると聞いております。受講して女性が

社会に出るきっかけをつくってもらった方々は大変評価

をしていることと思います。現在、計画の中で、当面さ

れた主な取り組みは目に見えて成果があるものとないも

のがあるでしょうが、取り組み状況についてお聞きいた

します。 

 ３点目、男女共同参画社会基本法では、男女共同参画

社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題

と位置づけ、重要であるとしておりますので、全庁的に

いろいろな関係部署の取り組みの掌握、強化、富良野市

独自の計画を立てることから総合計画的なものと私は思

っております。富良野市男女共同参画の推進において、

担当部署のあり方についての考え方をお聞きいたします。 

 これで、１回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（北猛俊君） 途中でありますけれども、ここで

10分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時05分 休憩 

        午前11時14分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き、会議を開きま

す。 

 休憩前の天日公子君の質問に御答弁を願います。 

 市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

 天日議員の御質問にお答えいたします。 

 １件目の誰もが健康で安心のできる地域づくりについ

ての第６期富良野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画の進捗状況についてであります。 

 富良野市地域包括支援センターは、平成18年の介護保

険法改正により設置が制度化され、本市におきましては、
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設置規則を制定し、設置しましたが、平成27年度から介

護保険法の改正で、在宅医療・介護連携、認知症対策、

地域ケア会議、生活支援サービスの体制整備が包括的支

援事業に位置づけられ、センターの機能強化方針が示さ

れたことから、条例により設置を規定し、位置づけを明

確にしたところであります。 

 地域包括ケアシステムの構築に向けた課題であります

が、地域包括ケアシステムは、要介護状態となっても、

医療、介護サービスを利用しながら、可能な限り住みな

れた地域や自宅で生活し続けられるよう、地域ぐるみで

支える仕組みをつくるものであり、高齢者が介護予防に

取り組みながら地域で支える側になる仕組みなど、地域

における支え合いをどのように築いていくかが重要な課

題と認識しており、介護予防活動などを通じて広く市民

に周知し、意識の醸成を図ってまいります。 

 次に、助け合い支え合いの地域づくりに向けたニーズ

の把握と事業化につきましては、平成28年７月から、富

良野市社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配

置し、ふれあいサロンの支援・拡大やボランティアの育

成などを行うとともに、地域のニーズや現状実施されて

いるサービスの把握を進めているところであります。 

 また、第７期介護保険事業計画の策定におきましても、

アンケート調査により、広くニーズの把握を行う予定で

あります。 

 ニーズの事業化につきましては、求められているニー

ズの実態と現状あるサービスの支え合い活動を把握し、

どのような支援や対策がよいのか、支援の担い手をどう

するのかなど、多様な視点での検討が必要であり、互助、

共助による支え合いが求められる中、地域住民による議

論が重要であると考えております。 

 そのため、生活支援コーディネーターが中心となり、

現在、山部・東山地区においては、住民の話し合いの場

となる協議体の設置の準備を進めているところでありま

す。今後、全市で協議の場として地域ケア推進会議を設

置し、助け合い支え合いの地域づくりに向けた議論を通

じ、事業化についても検討を進めてまいります。 

 社会福祉協議会については、地域と連携し、地域福祉

を実践する主体であり、地域包括ケアシステム構築にお

けるかなめとなることから、コーディネーターを委託し

たところでありますが、今後も市と社会福祉協議会の連

携を強めながら構築を進めてまいります。 

 次に、予防給付による訪問介護・通所介護サービスの

総合事業移行についてであります。 

 要介護１・２の方を対象に、平成28年３月から、順次、

総合事業に移しておりますが、サービスの内容、費用は

従前のとおり実施しており、影響はありません。 

 また、要支援１・２のサービス利用者で状態が改善さ

れ、専門職による支援が必要なくなった場合の受け皿に

つきましては、現在実施しているふれあいサロンやふま

ねっと運動の利用を考えておりますが、身近で集える場

所となるミニサロンも有効であると考えておりますので、

町内会連合会や関係団体と話し合いながら、開設に向け

た検討を進めてまいります。 

 また、今後の総合事業の事業費につきましては、新た

な事業の立ち上げなどの影響もあることから、第７期介

護保険事業計画策定の中で検討をしてまいります。 

 次に、介護予防活動における認知症の予防啓発、ふま

ねっと運動の普及、ふれあいサロン運営などにおける現

状と課題といたしましては、これからの取り組みを継続

的に行うための担い手の育成が重要であると考えており、

広く市民に助け合い支え合いの地域づくりについて周知

し、ボランティアの育成を図ってまいります。 

 次に、介護・看護の人材不足についてであります。 

 介護職員の安定的な確保、定着を図るため、国では、

他産業との賃金格差の解消に向け、介護報酬改定による

処遇改善に取り組むとともに、奨学資金貸付制度や再就

職準備金貸付制度、介護業務負担軽減対策を実施してお

ります。現在まで、市内の事業所では、人材不足により

施設の一部を閉鎖するといった状態は発生しておりませ

んが、介護・看護は、急な退職時など補充が大変とお聞

きをしているところであります。市といたしましては、

国の取り組みの動向と効果を見ながら、今後の対応を検

討してまいりたい、このように考えているところであり

ます。 

 次に、２件目の住みやすいまちづくりについての富良

野市男女共同参画の推進についてであります。 

 男女共同参画の基本的な考え方につきましては、男女

が社会の対等な構成員として、みずからの意思であらゆ

る活動へ参加する機会が確保され、均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、

ともに責任を担うべき社会の実現をすることであります。 

 富良野市男女共同参画推進計画は、平成21年度から平

成30年度までの10カ年計画であり、次期計画策定時に、

富良野市男女共同参画推進委員会において、条例制定の

必要性についてもあわせて議論をしていく考えでありま

す。 

 次に、男女共同参画推進の取り組み状況についてであ

ります。 

 富良野市男女共同参画推進計画に基づき、子育て支援、

雇用機会の確保など、27項目の取り組みについて、所管

部署での進捗状況を毎年度確認するとともに、まちづく

りや防災などにおける女性の参画を推進するために、年

に一、二回講演会を開催し、共同参画社会への意識の醸

成を図っているところであります。 

 また、子育てなどで一度職場からリタイヤした女性の

働き方の変化に合わせて、平成26年と27年において、年
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４回、起業ワークショップを開催し、受講者の中から子

育て支援などを起業された女性がいるなどの成果を上げ

ているところであり、今後とも男女差のない社会の実現

に向けて取り組みを進めているところであります。 

 次に、担当部署のあり方の考え方でありますが、市民

に密接に関係する業務を集約し、市民協働のまちづくり

を推進するため、昨年４月の機構改革により市民生活部

を新設し、市民協働課を設置したところであり、男女共

同参画社会の推進につきましても、引き続き、市民協働

課を中心に、それぞれの施策を所管する担当部署と連携

を図りながら取り組みを進めてまいります。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

 ８番天日公子君。 

○８番（天日公子君） まず、１点目の地域包括支援セ

ンターについてお聞きいたします。 

 これは、昨年６月の市民福祉常任委員会の報告でござ

いますが、地域包括支援センターの重要性を報告されて

おります。 

 そこの中を読み上げさせていただきますと、国は団塊

世代が75歳以上となる2025年を目途に、地域包括ケアシ

ステムの実現を目指している。医療、介護、予防、生活

支援などの地域資源を有効に活用し、各機関が連携した

体制をつくることが必要とされ、その調整役として期待

されているというところでありますと、今後加速してい

く少子高齢化と要介護認定者の増加、単独及び高齢者２

人世帯の増加、認知症高齢者の増加、それから、家族機

能の低下、地域扶助の弱体化、さまざまな課題がある中

で、地域包括支援センターの役割は大変大きなもので、

今後期待するものであるとされています。この中で、地

域包括支援センターにかかわる人たちの体制についてお

聞きいたします。 

○議長（北猛俊君） どのような質問なのか、再度お願

いいたします。 

 ８番天日公子君。 

○８番（天日公子君） 仕事についている人員の体制に

ついてお聞きいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長鎌田忠男君。 

○保健福祉部長（鎌田忠男君） 天日議員の再質問にお

答えいたします。 

 地域包括支援センターにつきましては、基本的に国に

おいては総合的な支援ということでありますが、一つは、

市民一人一人が相談に来られたときにどう対応していく

かということが重要でありまして、そのときの医療、介

護の連携の相談支援をしていくということが第一義にあ

ります。 

 国が示しております地域での支え合い、あるいは、医

療、介護連携という部分につきましては、単に地域包括

支援センターだけが行うのではなくて、いま、高齢者福

祉課には、介護企画係というような形で設置しておりま

して、それらも含めた中で、全体の体制を整えながら、

これからの地域包括ケアシステムの体制づくりをしてい

きたいというふうに考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて、質問ございますか。 

 ８番天日公子君。 

○８番（天日公子君） この地域包括支援センターにつ

いては、ケアシステムをつくっていくに当たっては、や

はり長い時間がかかるだろうと言われております。その

中で、ぜひ多くの仕事でありますけれども、行政として

もこれは本当に大事な、富良野市としては大変大事な仕

事でありますので、ぜひ頑張って進めていただきたいと

思っております。 

 ２点目に入らせていただきます。 

 介護施設における人材確保についてであります。 

 これにつきましても、先ほどと同じように、市民福祉

常任委員会のほうから、人材確保については、やはり、

行政で何らかの対応をすべきでないかというふうな話、

報告がされていると思います。これにつきましては、い

ま、国の対応を見ながら、人材確保についてやっていく

ということでありますけれども、委員会の報告を受けた

後に、この報告については、担当課としてどのように取

り扱ったのか、その結果をお聞きいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長鎌田忠男君。 

○保健福祉部長（鎌田忠男君） 天日議員の再々質問に

お答えいたします。 

 介護施設等の人材確保は非常に大きな課題だというこ

とで認識をしております。また、委員会からの報告も検

討しながら対応したいということでありますが、基本的

にはそこでの雇用にかかわる部分は、やはり人を雇用す

る上では給与体系が非常に大切になっているかと思いま

す。 

 国においては、介護報酬を３年に１回の改正で進めて

いますが、平成29年度は定期の改正とは別に、介護報酬

の引き上げを行っていく方向でありますので、そちらの

ところでの対応が大切になってくるかと思います。 

 また、昨年の９月補正の段階で、国では、いま、介護

ロボットということで、ロボットといっても見守り型の

システムでありますけれども、富良野市においても１事

業所で導入に向けて、９月に予算化させていただいてい

るところであります。人材の不足分は、そういうような

中で、単に人だけでなくて体制等も含めた中で対応を検

討させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 
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○議長（北猛俊君） 続いて、質問ございますか。 

 ８番天日公子君。 

○８番（天日公子君） それで、先ほど人材不足におい

ては、人がいないということが原因で施設が閉鎖されて

いるところはないというお話でありましたけれども、現

実に介護職員を必要としている現場の声というのは聞い

ているのでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長鎌田忠男君。 

○保健福祉部長（鎌田忠男君） 天日議員の再々質問に

お答えいたします。 

 施設での人材不足という部分につきましては、市の指

定管理で行っています養護老人ホーム等を含めて、法人

との話し合いの中では、なかなか人が確保できないとい

うお話は常に聞いているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて、質問ございますか。 

 ８番天日公子君。 

○８番（天日公子君） そういう中で、人材確保がなか

なか難しいということでありますけれども、いま現在、

施設の整備を７期に向けてする予定になっております。

そういうものも含めて、人材確保については大丈夫だと

いうふうに思っているのでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 天日委員の再質問に、私からも

補足的に御説明を申し上げたいと思います。 

 富良野市の福祉の施設は、働く人が足りないというの

が現状だというふうに認識をしております。その中で、

いま、国は、一つの方法として、保育所で働く方の賃金

を値上げしています。介護職員等の給与というのは、施

設によって非常にまちまちです。ですから、これも我々

は北海道市長会におきましても、これらについての賃金

の上昇について御提言、御要請をいましているところで

ありますけれども、施設をつくる場合には、第７期の計

画の中で、施設をつくりたいという要望が上がってきた

ときに、ただいま御質問を受けているような人員もきち

んと確保できるという前提で認可をする、こういう形に

なっているわけです。ですから、認可後に、待遇が悪い、

労働条件が合わない、そういうことで、市内では、うわ

さかもしれませんけれども、これだけの施設あるところ

で、常に入れかえの異動が行われているという実情も聞

いています。そういう実態を調査することは可能であり

ますけれども、その賃金体系をどうするかということは、

先ほど保健福祉部長がお答えしたとおり、国でそういう

制度設計というものをつくるわけですから、それに対し

て市として人的の補助というまでは、現状の中ではなか

なか難しいわけでありますから、施設の整備に対する助

成といったことを少しずつ、福祉の充実に向けての整備

に向けて、行政も補完的な役割をして、それが全体の富

良野市の福祉向上につながる、そういう状況づくりをし

ていくというのが、私はこれからの基本になるだろうと

考えております。 

 その中で、それぞれ地域によって支え合う、そういう

状況もつくっていかなければなりません。それに対して

は、やはり、行政がその人たちとどうかかわっていくか、

あるいは行政としてどういう指導をしていくのか、こう

いったことがこれからの課題の取り組みになってくるだ

ろう、このように考えているところでございます。 

 ただいま御質問があった配置する人が足りないという

現状の中で、これからの第７期の計画で、施設が足りな

いということで増設の申請が上がってくるのかこないの

か、こういったことも見きわめながら、行政として第７

期の計画をつくっていかなければならない、こういうこ

とだということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） ８番天日公子君。 

○８番（天日公子君） 次の質問をさせていただきます。 

 総合事業の事業費につきましては、新しい事業もある

ということで先ほどお聞きいたしましたけれども、サー

ビスの内容とか単価は市町村の裁量とされているとあり

ます。先ほどからありますけれども、富良野市の場合は、

地域ケアシステムが地域住民主体による扶助のあり方が

計画半ばだというふうに私は捉えております。それで、

今後７期におきましても、施設の事業費、施設に対する

介護１・２の方たちがサービスを受ける場合につきまし

ては、いま市長のほうからありました、給料も上げなけ

ればいけないということも考えた場合に、お給料はまた

別なところから財源が来るのかもしれませんけれども、

要支援１・２の方たちが施設利用した場合の利用料につ

いては、こちらから払う事業費については、７期も同じ

ような形でやっていくのがサービスの低下につながらな

いというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 保健福祉部長鎌田忠男君。 

○保健福祉部長（鎌田忠男君） 天日議員の再質問にお

答えいたします。 

 平成27年度から要支援１・２の訪問介護サービス、通

所介護サービスにつきましては、市が事業主体となる総

合事業に移行してきたところでございます。このサービ

スにつきましては、基本的に専門職が専門の人的な介護

サービスを提供するという中での移行をしておりまして、

そちらについてのサービスの費用につきましては、いま

のところと引き下げる考え方はございません。当然、要

介護１から５の方でも、同じサービスが受けられる場合

は、それと同じ形になりますので、そこは引き下げる考

え方はありません。 
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 国においては、新たなサービスということで、例えば、

日常生活の支援を行うようなときに、新しい地域で支え

るサービスをつくったときには、それなりの費用を市町

村で決めるということになっておりますけれども、先ほ

どの専門職的な部分については、いま、市としては引き

下げる予定は持っておりませんので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（北猛俊君） ８番天日公子君。 

○８番（天日公子君） 次に入らせていただきます。 

 住みやすいまちづくりについてということで、富良野

市の男女共同参画の条例について質問させていただいた

わけですが、普通の方は、この条例の話を聞くと、何か

女性だけが特別な優遇を受けているような視点で話され

る方もおります。先ほどの答弁の中にも、男女がともに

生活しやすい社会をつくっていくのだという思いの中で、

私も目的を達成するために条例化が必要でないか、それ

については、今後、審議会で条例も含めて検討するとい

う答弁でありました。その審議会というのは、いつの時

点でされるのか、お聞きいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 市民生活部長長沢和之君。 

○市民生活部長（長沢和之君） 天日議員の再質問にお

答えいたします。 

 ただいま男女共同参画の推進計画ということで、現在、

平成21年度から30年度となっております。ということで、

次期計画は31年度からとなりますので、そのためにも、

まず、計画につきましては、29年度からそういった準備

が必要になります。その中で、審議会につきましては毎

年度行っていますので、現在の状況を含めて条例化が必

要かどうか、そういったことをその中でも論議していき

つつ、検討したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（北猛俊君） ８番天日公子君。 

○８番（天日公子君） この富良野市の男女共同参画推

進計画においては、平成21年度から30年度ということで

ありまして、順調にいけば31年度から計画が施行される

わけですけれども、その計画の策定については、平成30

年度からするということなのでしょうか、もう一度お聞

きいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 市民生活部長長沢和之君。 

○市民生活部長（長沢和之君） 天日議員の再々質問に

お答えします。 

 私が平成29年度というお話をしまして、30年度からで

はないかというお話ですね。 

 平成31年度からということですので、前年度の30年度

ですが、ただ、30年度の開催時期にもよりますので、そ

の辺はいつ審議会を開くか、それを含めて時期的なもの

は考えていきたいということであります。 

 以上です。 

○議長（北猛俊君） ８番天日公子君。 

○８番（天日公子君） それで、先ほど１回目の質問で

お話しさせていただきましたけれども、いま推進計画に

おいてはおくれているというふうに、やはり中身が合っ

ていないと思っております。ですから、できましたら、

本当に、新年度、平成29年度から取り組んで、これを進

めていっていただきたいと思うわけですが、再度、答弁

をお願いいたします。 

○議長（北猛俊君） 平成29年度から審議会で検討して

いきたいという答弁だったと思いますが、もし不足する

部分があるのだとすれば、もう一度指摘いただいて再質

問いただきます。 

 ８番天日公子君。 

○８番（天日公子君） 済みません。私の聞き違いでし

た。平成29年度から取り組むということでありましたら、

ぜひ、そのようにやっていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続けて、質問ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で、天日公子君の質問は終了

いたしました。 

 次に、渋谷正文君の質問を行います。 

 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） -登壇- 

 通告に従い、順次、質問をいたします。 

 ＩＣＴを活用した地域の活性化についての１点目、未

整備地域における光ファイバーなどの超高速ブロードバ

ンド基盤の整備についてお伺いいたします。 

 ＩＣＴは、さまざまな社会的課題の解決や、便利な社

会の実現などに大きく貢献すると見込まれています。加

えて、地域ビジネスの創出、女性・高齢者の社会参画の

促進など、地方の創生に向けてＩＣＴが果たす役割はま

すます増大するものと考えます。 

 情報格差の中でも、通信手段の格差には主に２種類が

あり、一つは地域格差、もう一つは世代格差があります

が、富良野市は、地域によって依然として情報格差の問

題が残っております。したがいまして、未整備地域にお

けるＩＣＴ基盤の整備については、今後の人口減少や人

口流動に伴う集落の状況や、地域ごとに異なるニーズを

十分に踏まえつつ、医療、教育などの社会的課題の解決

や地方創生に資するよう進める必要があると考えますの

で、ここで二つの点をお伺いします。 

 一つ目、未整備地域におけるＩＣＴ基盤の整備に向け

たこれまでの経過と現在の状況について、未整備地域に

おける移住・定住促進の考えとあわせてお知らせくださ

い。 
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 二つ目、未整備地域における公共施設などまでの整備

後のＩＣＴ基盤の整備に向けた今後の方向性について、

現在における設置費用や有線または一部無線方式などの

導入の有無及び考え方と、市民がひとしく情報通信技術

に接する機会提供の検討についてお伺いいたします。 

 ２点目、ＩＣＴを活用した農村部における情報インフ

ラの整備についてお伺いいたします。 

 平成26年度から平成30年度までの５カ年を計画期間と

する第２次富良野市農業及び農村基本計画は、平成20年

12月に制定した富良野市農業及び農村基本条例の条項に

沿って、中期的な施策の目標や内容を明らかにしており

ます。その中で、農村の維持、活性化を基本的施策の一

つに掲げ、地域の持続的かつ自立的発展に必要な条件整

備として、農村部における情報インフラの充実を重点的

な取り組み事項としております。高齢化に伴う見守りな

どの安心・安全の確保、新規就農者や移住者に対する快

適な住環境の提供はもとより、農業分野においても、デ

ータを自分のパソコンや携帯端末などではなく、インタ

ーネット上に保存する使い方であるクラウドを活用した

生育データ管理など、インターネットは必須のインフラ

となっておりますことから、農業の振興に不可欠なもの

であり、超高速ブロードバンドの基盤は必要であります。 

 富良野市の基幹産業を支える地域の活性化と、何より

も情報格差の是正のためにも、早急にブロードバンド基

盤整備に着手するべきと考えますので、ここで、２点お

伺いします。 

 一つ目、農村部における情報インフラの充実を重点的

な取り組み事項として掲げておりますが、庁内関係部署

との連携について、現在の状況をお知らせください。 

 二つ目、多様な定住者の確保や富良野農業、農村に対

する理解促進のための情報インフラの整備について、特

にＩＣＴの活用に向けて、農村地域での生活環境整備を

どう想定、構想しているのか。また、構想を実現するた

めにどういった情報インフラを選択しようと考えている

のか。及び整備済み地域との格差を解消するための今後

の方向性についてお伺いいたします。 

 ３点目、ＩＣＴを活用した家庭学習環境の整備につい

てお伺いいたします。 

 予習することによって、学校の授業がわかりやすくな

ります。そして、学校で学習したことを家庭で復習する

ことは、学習内容の習熟、定着を図ることにつながりま

す。このことが家庭学習によって期待される教育効果で

あります。 

 授業でのＩＣＴ活用で学力向上などの効果を得るには、

日常的にＩＣＴを使える環境整備が必要であり、さらに、

持ち帰り学習を行うためには、利活用の方法の検討、学

校外での回線の有無、保護者の理解などが必要になると

考えるところです。 

 現在、ＩＣＴを活用した教育、とりわけ、家庭学習の

環境には地域格差の問題があると思いますので、ここで

２点お伺いいたします。 

 一つ目、家庭学習の支援を推進するに当たり、ＩＣＴ

を活用した家庭、学校、地域と連携した取り組みが必要

になると考えますが、今後のあり方について、効果が見

込める点と課題となる点を含め、どのように考えておら

れるのか、お伺いします。 

 二つ目、クラウドサービスを活用した授業、宿題が出

されるような状況が生まれてきています。教育の機会均

等の観点から、未整備地域が存在する富良野市はどのよ

うな姿勢で対応しようとするのか、お伺いします。 

 以上、第１回目の質問を終わります。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

 渋谷議員の御質問にお答えいたします。 

 ＩＣＴを活用した地域の活性化についての１点目、未

整備地域における光ファイバー等の超高速ブロードバン

ド基盤の整備についてであります。 

 現在、本市の光回線整備地域は、富良野市街地、山部

市街地、下御料、中御料、西扇山と南扇山の一部となっ

ております。情報化時代の中で、通信環境は必要不可欠

な社会インフラであり、さらに、農村集落への移住・定

住対策として望まれていたことから、平成26年に市内全

域総延長264キロメートルの光回線による整備費用を試算

したところ、総額12億4,800万円という結果でありました。 

 また、地域住民の利用意向を把握するため、平成27年

７月に光回線が未整備の地域の全1,896世帯を対象にアン

ケート調査を実施しておりますが、回答された690世帯の

うち、光回線が整備された場合には新規に加入したいと

回答した方は29％にとどまったことから、全世帯の光回

線整備は投資効果が見込めないと判断をしたところであ

ります。 

 そこで、市といたしましては、災害時の避難所として、

また、学校現場における情報通信環境の充実を図ること

を目的に、小・中学校など地域の拠点まで光回線を整備

することとし、本年度、総務省の情報通信基盤整備推進

補助金の確保に取り組んでまいりました。 

 本定例会で、情報ネットワーク環境整備事業費の補正

予算の議決をいただきましたので、今後、ワイン工場、

鳥沼小学校、布部小中学校、環境衛生センター、生涯学

習センター、布礼別小学校、麓郷小中学校、樹海小学校、

樹海中学校までの公共施設のほか、布部市街地、麓郷市

街地、東山市街地を含めた38.8キロメートルの整備を進

めてまいります。 

 本事業による光回線整備後については、各地域住民の

利用意向を前提とした上で、公共施設を基地局とした長
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距離無線ＬＡＮ、公共施設からの光回線の敷設、その他

の情報通信機器の活用など、それぞれの手法の有効性、

適否を判断し、整備を検討してまいります。 

 次に、２点目のＩＣＴを活用した農村部における情報

インフラの整備についてでありますが、これからの情報

化時代の中で、農村部の生活にとっても必要な社会イン

フラであると認識をしております。 

 第２次富良野市農業及び農村基本計画の策定を進める

中で、少子高齢化等を背景に、農村集落の存続が危ぶま

れる状況にあっても、農村集落を維持することを基本と

して、農村施策を展開することを庁内関係部署と協議を

しております。農村集落を維持するためには、農村部の

生活環境が、農村居住者のみならず、移住者にとっても

地域生活や仕事がしやすい基盤を有していることが重要

であり、特に情報インフラは地域生活の農業生産にとど

まらず、農村居住者や移住者が地域内で新たな経済活動

に挑戦するに当たって必要なものであり、その充実を重

点事項としたところであります。 

 農村部の情報インフラ整備の方向性につきましては、

情報通信利用の実態と将来どういう利用方法を希望して

いるかを把握し、長距離無線ＬＡＮによる方式、光回線

で接続する方式、その他の情報通信機器を用いる方式な

どについて、整備費用に加え、利用者の通信コストも考

慮して総合的に検討してまいります。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 続いて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 渋谷議員の御質問にお答えいたします。 

 ＩＣＴを活用した地域の活性化についての３点目、Ｉ

ＣＴを活用した家庭学習環境の整備についてであります。 

 光ケーブル新設による情報ネットワーク環境整備に伴

い、市内各小・中学校においてもインターネット環境が

改善され、各学校に配置しているパソコンの快適な活用

が図られ、児童生徒の学習環境の改善にも効果があると

期待しているところであります。ＩＣＴを活用した教育

環境の変化は著しく、学校での活用により授業の双方向

性を高め、児童生徒の主体性、関心・意欲や知識・理解

を高めるなどの効果があると認識しております。 

 また、最近では、学校内での活用はもとより、遠隔地

通学者が多い高等学校や学習塾などでは、自宅と学校、

塾などとの連絡通信にはタブレットやパソコンなどの情

報端末機器を利用した指導や教材の活用が行われている

ところもございます。 

 しかし、家庭学習におけるＩＣＴの活用については、

今後ますます進展していくと思われますが、高度情報イ

ンフラ整備の有無による地域間格差とともに、情報端末

機器の購入費や通信費用については、各利用者が負担す

ることとなり、ＩＣＴ機器を利用しづらい家庭について

の新たな格差の発生が課題であると認識しております。 

 次に、未整備地域が存在する中で、教育としてどう対

応するのかであります。 

 公共施設などまでの情報インフラ整備後の超高速ブロ

ードバンド基盤の整備については、市長が答弁したとお

りであり、教育委員会としては、今後の情報インフラの

整備状況を見きわめながら、教育におけるＩＣＴの有効

活用について研究してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 途中ではありますけれども、午後

１時まで休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後０時02分 休憩 

        午後１時01分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） 午前中に引き続き、会議を開きま

す。 

 午前中の議事を続行いたします。 

 再質問ございますか。 

 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） それでは、順次、再質問をさせ

ていただきます。 

 まず、１点目、未整備地域における光ファイバーなど

の超高速ブロードバンド基盤の整備について再質問いた

します。 

 答弁の中で、幾つか気になったところがありますので、

そちらを確認させていただきたいと思います。 

 アンケートの関係についてでありますが、1,896世帯の

うち回答が690件あったと。新規に敷設したいと考えてお

られる方が29％ということをもって、なかなか難しいの

ではないかというような当初の判断をしていたかと思い

ます。私は、そのアンケートのとり方というのは、いろ

いろ書き方によって出てくる答えが変わってくる性質を

持っているので、内容については非常に吟味をした上で

行うべきというふうに思っております。 

 例えば、どういうふうに使ってよいか、利用がわから

ない方に、今後このようなサービスが想定されるという

ことを理解して書けるかというと、これは知らないとな

るとなかなか難しいのかなというふうに思っております。

私は、こうした潜在的な需要を考えることもアンケート

においては必要であり、また、こうしたところを勘案し

て行政がサービスの導入に向けた導きも必要ではないか

というふうに考えるところであります。このアンケート

の行い方と、そして、推進を図るような答弁もありまし

たので、そちらについての進め方をもう一度お知らせい

ただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 
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 総務部長若杉勝博君。 

○総務部長（若杉勝博君） 渋谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 光回線にかかわるアンケートを実施しております。こ

れは、平成27年に、水間議員にも答弁をさせていただい

ておりますけれども、1,896世帯のうち690世帯、36％の

回収率で、そのうち、もし敷設がされれば加入をしたい

という方が、先ほど市長答弁で申し上げたとおり30％を

切る状況でした。 

 設問の仕方としましては、当然、インターネットの高

速利用ができる、あるいは、加入利用者負担というもの

も明示をしながらのアンケートだったと認識しておりま

す。その中で、総体的にやはり若い方は使いたいという

方が多かったと。ただ、高齢世帯等については、意向が

低かったというふうに認識をしております。 

 今後、もう一度、拠点以後の整備方法、整備手法とい

うことのお尋ねかと思います。 

 こちらにつきましては、先ほど市長からも答弁させて

いただきましたように、渋谷議員の冒頭の質問にもあり

ましたように、あくまで地域の方の利用意向をつぶさに

把握をしながら、それは地域ごとあるいは個々という需

要を把握した上で、先ほど申し上げた光回線の敷設がい

いのか、あるいは、無線がいいのか、その他の方法とい

うことで考えているところでございます。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） 利用意向については、需要を見

きわめた上でということで答弁をいただきましたが、こ

の需要を見きわめるということは、私は、さきの質問で

も言いましたけれども、どういうサービスが可能なのか、

これからどういうようなことが地域社会で実現できるの

かといったことが想像できないと要らないのではないか

なというふうに書くと思っております。そうしたことを

伝えながらアンケートを進めるということが地域利用の

促進につながっていくのではないかというふうに思って

おりますが、見解を伺います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 総務部長若杉勝博君。 

○総務部長（若杉勝博君） 渋谷議員の再々質問にお答

えをいたします。 

 今後、その地域あるいは個々の需要を調査するに当た

りましては、そうしたインターネット高速通信環境が整

備されることで、個人的な活用においてどういう利便性

があるのか、こうしたことも啓発をしながら把握してま

いりたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） それでは、次に、答弁の中で、

公共施設などの整備する先の考えが示されました。38.8

キロメートルの整備を進めたいということで、地域が言

われましたけれども、その逆に、まだ整備されない場所

についてはどこになるのか、そちらについてお知らせい

ただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 総務部長若杉勝博君。 

○総務部長（若杉勝博君） 渋谷議員の御質問にお答え

をいたします。 

 基本的に拠点まで38.8キロメートルの整備をさせてい

ただき、敷設された両サイドおおむね150メートルの範囲

のお宅については、そこから引き込みが可能です。ただ、

それ以外でも、光回線の恩恵をあずかれないところが出

てまいります。そちらの地域につきましては、先ほど申

し上げた光回線をさらに敷設するのがいいのか、あるい

は、無線ＬＡＮの形がいいのか、その他の情報通信と答

弁させていただきましたけれども、こちらで想定してい

るのは、いま、携帯電話、スマホ、タブレットといわゆ

る第４世代の４Ｇ，ＬＴＥというものが南陽地区、それ

から、東山を含めて高速通信が可能な状況になっており

ます。地域の方々の話としても、例えば、私はまだＡＤ

ＳＬでもいいよという方もいらっしゃると聞いておりま

す。ただ、一方では、より早く快適にという需要もある

と。ですから、先ほど申し上げた地域ごとの利用意向、

そして、個々の利用意向も含めて、その手法の有効性、

適否を判断してまいりたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） いまの説明でいきますと、私は、

一つ移住・定住促進の考えとあわせてお知らせいただき

たいということで申しておりました。そうした移住・定

住を考えておられる方というのは、もう既に大容量の情

報になれているというか、当たり前だというふうに思っ

ているかと思います。そうした方々がいざ地域に入って

みると、あれ、違ったなというようなミスマッチが生ま

れてしまうことがないように、推進されているかと思う

のですが、そういったところについてのケアはしっかり

されているのか、お聞かせください。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 総務部長若杉勝博君。 

○総務部長（若杉勝博君） 渋谷議員の御質問にお答え

をいたします。 

 移住・定住の誘導につきまして、それぞれその地域の

状況、生活環境を含めてお知らせする中で、例えば、通

信環境もそうですけれども、下水道、水道の状況等々、

いわゆる生活に関する総合的な情報も提供しながら、今

後、情報環境も整備されてまいりますので、例えば、ピ

ンポイントで、この地区であれば通信可能ですよ、ある
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いは、もう少し離れると、これは今後こうしたことをし

なければ可能とならないといったことをお知らせしなが

ら、生活環境について丁寧な情報提供をしていきたいと

考えているところであります。 

 以上であります 

○議長（北猛俊君） 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） いろいろな状況を見ながら適否

を決めていきたいというようなことでありましたけれど

も、この整備検討については、やはり財源というものが

必要になってくるかと思います。こうした予算確保にか

かわる財源の計画について、高額でありますので、しっ

かりと考えていくことが必要ではないかというふうに思

っております。それには、その計画がこれほどあって、

それに伴う財源の確保というふうに思っておりますが、

そうしたところの考え方についてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 総務部長若杉勝博君。 

○総務部長（若杉勝博君） 渋谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 こうした高速通信環境整備に係る財源は、先ほど全て

をやるとすると12億8,000万円という巨額な費用がかかる

というお話もさせていただきました。渋谷議員の１回目

の質問にありましたように、人口減少の流れの中、そし

て、地域ごとに異なるニーズという部分、そして、それ

も踏まえた中での高額な事業という中で、今回も補正で

議決いただきました内容もそうですけれども、この財源

としましては国の補助金を使う一方、過疎地域の計画に

情報化という部分もうたっておりますので、大方の費用

については過疎債をもって工面をしたということです。

今後についても、先ほど申し上げた三つの方法の適否の

判断しながら、あわせてその財源のあり方というものも

検討しながら判断をしてまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） 財源の確保の考え方については

わかりました。 

 ただ、その最初に計画ありきの部分で、私は少し考え

るところがあるのですけれども、庁内の連携が図られて

いるかというと、他者の聞き取りの中でも感じたのです

けれども、いま一つかなというふうに思っております。

これはどうしてかなというふうに考えたのですけれども、

はっきりとした枠組みが存在しないことが挙げられると

いうふうに思います。基本的な方針策をつくるというこ

とが一つ重要なことでありますし、その方針を取りまと

めるためには、対策チームなどつくるなどして庁内の連

携をさらに強化すること、そして、協議、検討を始める

ことが必要ではないかというふうに考えておりますが、

いかがでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 総務部長若杉勝博君。 

○総務部長（若杉勝博君） 渋谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 いまの時代、ＩＣＴ基盤の整備が必要であるという認

識は、議員と一致しているところかと思います。そこで、

いま庁内の連携が若干不足しているのではないかという

中で、ただ、いずれの分野でも、この先、ＩＣＴは不可

欠な部分と市長がお答えしたとおり、今回、スマート農

業の部分でも一部そうした事業を出しておりますけれど

も、今後、医療、福祉、介護、あるいは、教育において

も、そうしたことが進んでまいると思います。当然、想

定されるのは基本方針的なものというお話もございまし

たけれども、いま個別計画としては持っておりませんが、

そうしたあらゆる分野でこのＩＣＴは不可欠だと思って

おりますので、今後は、必要な連携は関係部局でさせて

いただくということで御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 13番渋谷正文委員。 

○13番（渋谷正文君） より一歩、前に進んでいただく

ことを期待したいと思います。 

 ＩＣＴの環境には、実は若い人というのはもう既に環

境になれているというか、情報をたくさん浴びている状

態だと思います。そうした方々が発想をするということ

は、非常にいろいろな考えが出てきて、さらにその先々

が見えやすい発想ということが期待されるところなので、

若い職員からの声も積極的に生かしていただけるような

体制なのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 総務部長若杉勝博君。 

○総務部長（若杉勝博君） いま若い職員のＩＣＴにた

けた、若い人が教育の段階から受けておりますので、総

じて中高年よりはそうかと思います。今回も、職員の発

想の中で、ごみ分別アプリというものも出てきておりま

すし、そうしたさまざまな若手職員のＩＴ、ＩＣＴを使

ったものも市民サービスの向上につながるという前提の

もとに、それは取り入れていけるものと考えております。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） それでは、２点目のＩＣＴを活

用した農村部における情報インフラの整備についてお伺

いしたいと思います。 

 第２次富良野市農業及び農村基本計画では、計画の立

ち上げのときには、農政審議会で議論をされていると思

います。この農政審議会というのは、計画樹立の後は、

休止の状況になっているというふうにインターネットの

ホームページからの確認ができます。こうしたところ、
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どのように計画に掲げられているところを検証している

のか、そちらについてお伺いしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 渋谷議員の再質問にお答えい

たします。 

 ＩＣＴ活用の農村部における情報インフラの整備とい

うことで、農業計画の中でどのように検証しているのか

ということでございます。 

 計画につきましては、毎年度、総合計画のローリング

あるいは予算査定の中で検証をしておりまして、特にこ

の計画につきましては、平成30年度までということでご

ざいますので、29年度にこの計画についての検証作業を

していくということで、次期計画の策定にかかっていき

たいというふうに考えております。 

○議長（北猛俊君） 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） 毎年度ローリングをしていると

いう答弁でありましたけれども、庁内でのローリングは

されているかと思いますが、関係機関も含めた上でのロ

ーリングというところまではされていないのかなという

ふうなお話であったと思います。 

 そうしたところを、農政の部分ではこうだというもの

がありますけれども、皆さん各自の役割というか、手足

となって頑張っていただけるところもあろうかと思いま

す。私は、そうしたところもあわせて検証作業をすると

いうことが必要だというふうに思っております。現在、

農政審議会は休止の状態でありますけれども、こうした

ところの活用についてお考えはあるのかどうか、お伺い

したいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 次期計画に向けた策定作業と

いうことになろうかと思いますけれども、まず、庁内で

の検証作業を進めて、それから、外部の意見も参考にし

ながら検証と策定作業を進めていきたいというふうに考

えてございます。 

○議長（北猛俊君） 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） いまのところでの最後の質問と

させていただきたいのですけれども、やはり私が外を歩

いていますと、こうした生活環境の整備というのを非常

に求めている農家の声が多いと私は認識をしております。

ただ、私は幾つも回って聞いているのですが、その数が

少ないのか、私は数は少なくないというふうに思ってお

りますけれども、そうしたところがうまく吸い上がって

いないのではないかなという危惧を持っております。 

 関係機関も順番を追って、まずは庁内で考えてから関

係機関もという話でありますけれども、今回も第３年度

のローリングの終了であるかと思います。そうしたとこ

ろの意見をしっかりと聞いて行うべきかと私は思います

が、もう一度見解を伺いたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） いろいろな計画の中身、ある

いは、農村部での生活環境の整備についての意向の取り

まとめ、吸い上げということでございますけれども、こ

ちらについては、市といたしましても十分地域に入って

お話を聞く、あるいは、それ以外の機会、地域懇談会等々

の機会を利用して、なるべく多くの意見を吸い上げると

いう作業はしているつもりでございます。また、今後に

ついても、先ほどの情報通信の関係の意向についても、

ただの言葉でのやりとりではなくて、しっかりと吸い上

げるというか、確認できるようなことをやっていきたい

というふうに思っております。 

○議長（北猛俊君） 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） それでは、３点目に移りたいと

思います。 

 教育の関係でありますけれども、教育基本法というの

を見ますと、教育の機会均等として「すべて国民は、ひ

としく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられ

なければならず」という文面がございます。こうしたと

ころを我がまちに置きかえてみますと、子供たちが身に

つけるための状況の整備というのは必要ではないかとい

うふうに考えるところです。 

 今回、公共施設までつながることになりますけれども、

そこから学校と家庭をつなぐというのは重要なこと、こ

れからの教育、学校教育と家庭教育を結びつける上で大

変重要なことだと思っております。ただ、今回の答弁を

お聞きいたしますと、いわゆる整備状況に合わせた上で

進めていくというお話でありましたが、私は、教育基本

法にある教育を受ける権利を与えられなければいけない

というところをしっかりと取り組んでいただく前に、や

れることをしっかりやっていただきたいというふうに思

っております。 

 それは何かというと、実際に通信がつながってないこ

とでできていませんと、学校と家庭のつながりができて

ないところを身につけるために、いわゆるつながってい

ないことを補完する施策が必要ではないかなというふう

に考えております。見解を伺いたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） 渋谷議員の再質問

にお答えいたします。 

 ひとしく、どの地域においても教育を受ける、そうい

った環境の中で、学校は情報関係が整備されている中で、

家庭とつながっていない部分をどう補完するのかという

ふうなお話でございます。 
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 まず一つは、やはり、これまでも富良野市の教育委員

会は、学校施設において、１人１台、パソコンが使える、

そういった授業ができる環境づくりを進めております。

そしてまた、そういった中で特筆すべきは、いま子供た

ちの生きる力、思考力、判断力、表現力といったものを

培う、これが必要だというふうな中で、これまでも富良

野のライオンズクラブから135台のタブレット端末を御寄

贈いただきながら、そういったのを起爆剤としながら条

件整備をする中で、実は子供たちの調べ学習、あるいは、

集団でいろいろな話し合いをしながらプレゼンテーショ

ンをする、そういったことを通して思考力、判断力、表

現力、こういったものがしっかり培われてきている、そ

のように考えております。 

 基本的には、やはり、この情報教育というのは、まず

はどの学校であってもひとしく整備していくということ

が大切であると、次に家庭とどうつなぐのかというお話

でございますけれども、現時点では、それぞれの学校に

子供を通わせている保護者の皆さんが、いろいろな形で

情報教育について触れていただく、そして、認識をして

いただくと。また、家庭においては、やはり、情報モラ

ルの教育をしっかりやっていただけるような情報提供し

ていくということで、まず最初に、必要なのは、情報教

育においては、情報モラルをしっかり学校側、教育委員

会側、そして、保護者が共通認識を持つというふうなこ

とが大切だというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 13番渋谷正文君。 

○13番（渋谷正文君） 補完する施策ということで答弁

をいただいたのですけれども、なかなかこうしたことは

難しいのかなというふうに私個人的には思っております。

やはり解決策の早道は、ＩＣＴを使った通信回線の拡充

かなというふうに思っております。それが学校と教育、

いわゆる家庭がつながることによって実現がしやすくな

るのではないかという考えに立って質問をさせていただ

いております。 

 教育におけるＩＣＴ活用を研究したいという御答弁も

いただいておりますが、2020年、学校指導要領も変わろ

うとしているというふうに私は聞いております。やはり、

少しでも早い段階で、こうしたＩＣＴを活用した教育の

あり方について、上手に連携を図って子供たちの教育が

上がるような仕組みづくりを考えていくことが必要かと

思っております。こうしたところの将来に向けた流れに

ついても含めて、お考えのほうを示していただければな

と思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） 渋谷議員の再々質

問にお答えいたします。 

 この情報教育の中での取り組みでありますけれども、

やはり、子供を通わせる保護者の皆さんがそれぞれ意識

を高める中で、この情報教育、学校とつなげてやってい

く必要があるというふうに御理解いただくということが

大切というふうに考えております。それがなければ、例

えば、超高速ブロードバンドを契約し、そして、経費負

担を保護者みずからする、あるいは、もう一つは、先ほ

ども御答弁させていただきましたけれども、タブレット

端末は基本的には個人に所属するものだということで保

護者の負担になるといった課題もあるというふうに答弁

させていただきました。やはり、そういったことも、こ

れからの子供の生きる力を育む上で情報教育が大切であ

る、情報機器を使った学習が大切であるというふうなこ

とを認識していただくことは大切だと思います。 

 そういった中で、教育委員会といたしましても、情報

をさまざまな形で提供させていただきながら、これから

将来に向けて家庭と学校をつなげるような状況づくりに

努めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で、渋谷正文君の質問は終了

いたしました。 

 次に、佐藤秀靖君の質問を行います。 

 10番佐藤秀靖君。 

○10番（佐藤秀靖君） -登壇- 

 さきの通告に従い、順次、質問してまいります。 

 １件目、観光行政について伺います。 

 観光行政についての１点目、観光振興計画についての

１番目、持続可能な観光振興について。 

 本市の観光政策は、平成20年策定の富良野市観光振興

計画に基づき、さまざまな施策、事業を展開し、本市経

済を支えております。この富良野市観光振興計画では、

観光マーケットの動向や本市の産業としての観光を取り

巻く状況及び課題の分析を経て、20の具体的戦略を立て、

観光振興に注力していると認識しております。 

 私は、平成28年第２回定例会において、観光振興計画

についての一般質問で、市民と協働の観光のまちづくり

を掲げているが、取り組みが不十分ではないかという質

問をいたしました。これに対し、市長からは、観光ボラ

ンティアの拡大に努めたいという御答弁をいただき、さ

らに、私から、平成28年、29年の残り２年間で、この20

の具体的戦略の４、持続可能な観光振興に向けての数値

目標、観光認定ガイド100人にします、観光マスター制度

を設け100人の登録を目指します、観光ボランティアを100

人にしますという３件について実現可能かどうかを伺っ

たところ、経済部長から、今後検討したいという御答弁

をいただいておりますが、その後の検討経過を伺います。 
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 また、同時に、市民に対する情報提供及び市民との情

報の共有のあり方について伺ったところ、市長からは、

市民に向けた観光の情報発信、情報共有について、充実

に努めたいという御答弁をいただき、さらに、経済部長

からは、今後いろいろな手法を使って市民の皆さんに観

光についての情報を提供する工夫をしたいとの御答弁を

いただいておりますが、具体的な手法をお知らせくださ

い。 

 ２番目、次期観光振興計画策定について伺います。 

 現行の観光振興計画は、平成29年度で終了となること

を受け、市長は、平成29年度市政執行方針で、現行観光

振興計画に続く（仮称）新富良野市観光振興計画を策定

することを表明されております。現行の観光振興計画は、

平成19年６月23日に富良野市国際観光促進協議会総会で

振興計画の策定が決定されて以降、識者を招いての学習

会やセミナーの開催、幹事会やプロジェクト委員会など

により、計画の取りまとめに向けさまざまな打ち合わせ

を重ね、約10カ月に及ぶ時間を費やして完成させた当時

の関係者の観光に対する思いが詰まった事業計画だと認

識しております。 

 一方、策定当時の10年前と比べ、観光業界、観光形態

は激変しました。航空産業界では、格安航空会社が参入

して価格破壊が起き、航空機、宿泊、その他旅行の手配

は、旅行代理店を通さずインターネットで済ませ、ガイ

ドブックは持ち歩かず、カーナビとスマホ、タブレット

端末で目的地を探しながら旅をする人がふえました。 

 また、外国人観光客も増加の一途をたどり、10年前に

は想像だにしなかった状況にあります。 

 本市においては、全国の地方都市同様に、少子高齢化、

人口減少に歯どめがかかっておりません。地域の活性化

のためには、観光客をふやし、観光客の消費行動により

地域への経済効果を最大化する方法、観光業者のみなら

ず、市民も巻き込んだ取り組みにしなければなりません。 

 最近、観光関係者の間で話題になっている「観光立国

の正体」という本があります。ここでも書かれています

が、観光のまちづくりを進めるためには、観光事業者、

関係者のみならず、市民、団体、組織など幅広い方々に

参画していただき、地域の宝、地域の考え、アイデンテ

ィティを反映した内容にしなければならないと書かれて

おります。この考え方は、本市が検討を進めている観光

のまちづくりマネジメント組織ＤＭＯの目指すべき考え

方にも通じるものだと考えます。 

 国は、いま、地方創生、地方再生をうたい、地方の自

己努力を促しております。地域の経済を助けるには、外

貨を稼ぐ観光しかないとばかり、地方都市はこぞって観

光に注力し、アイデアを出して知恵を持ち寄って、地域

の活性化という難局に立ち向かっております。 

 本市の観光も、時代の大きな転換期に立っているとい

う認識のもと、観光事業者のみならず、市民を巻き込ん

だ市民と協働の観光のまちづくりを進めることにより、

市民の皆さんにも産業としての観光に関心を持っていた

だき、観光振興に一役買っていただけるような仕組みを

構築することが必要であると考えます。 

 そのためには、（仮称）新富良野市観光振興計画策定

において、広く一般の市民の皆さんにもかかわっていた

だけるような仕組みが必要と考えますが、見解を伺いま

す。 

 観光政策の２点目、バリアフリー観光について伺いま

す。 

 私は、本市の観光政策、事業の中に、旅行弱者に対す

る視点、考え方が欠落しているのではないかと考えてお

ります。旅行弱者とは、身体的なハンディを負った方、

または持病により食事制限などで旅行を控えなければな

らない方、あるいは、御高齢の方々も含まれるかもしれ

ません。近年、日本人は若者を中心に旅行しなくなった

と言われております。少子高齢化が進み、旅行マーケッ

トが縮小傾向にあると言われておりますが、この旅行弱

者と言われるマーケットは隠れた大きなマーケットであ

ると考えます。 

 例えば、身体的なハンディを負って車椅子を使う方で

も旅行に出かけたいと思うのは健常者と一緒です。友人

や家族の協力があれば旅行を楽しめます。旅行に出られ

ないのは、旅先でのバリアの情報がないことだというふ

うに考えます。この施設にはスロープがありますという

ような情報のみならず、この施設の正面玄関には階段が

何段あります。１段何センチメートルありますだとか、

入り口には砂利が敷いてあります、砂利道は入り口まで

何メートルありますというようなバリアの情報が必要だ

と考えます。この情報があれば、車椅子の方は友達が手

伝ってくれるから大丈夫だとか、私にはこういう手助け

が必要ですけれども、どうでしょうかなどの問い合わせ

もできます。つまり、観光施設へのアクセスが可能かど

うか、自分で判断できるということが大切だと考えます。

バリアフリーというと、ハード面での改修が必要と思い

がちですが、バリアの情報提供もバリアフリー情報であ

ると考えたらどうでしょうか。 

 団塊の世代が退職して時間と生活に余裕のあるシルバ

ー世代が活発に旅行を楽しむ時代になります。シルバー

世代があったらいいなと感じるニーズをリサーチして、

情報提供することが、バリアフリー情報になるのではな

いでしょうか。また、食事の量が多く食べられないシル

バー世代や、生活習慣病で食事制限をしなければいけな

い持病のある旅行客に対し、カロリー制限をした食事の

提供などもバリアフリー観光につながると思います。 

 富良野市観光振興計画の表題には、「人と自然にやさ

しい環境・感動・癒しの大地ふらの」と記してあります。
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旅行弱者に優しいということは、バリアフリーという考

え方が富良野市民にも優しいまちということを意味しま

す。ハード面での改修はすぐにはできませんが、バリア

フリーから一歩進んだ障がい者も健常者もともに平等に

暮らせるノーマライゼーション社会の構築というまちづ

くりの大きなテーマに対しても、「人と自然にやさしい

まちふらの」実現に向けた取り組みになると考えますが、

見解を伺います。 

 続いて、２点目、児童発達支援について伺います。 

 平成17年に施行された発達障害者支援法が昨年５月に

改正され、乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援を

行い、教育、福祉、医療、労働などが緊密に連携するこ

とを定め、教育面においては、発達障がいがある子供が

ほかの子供と一緒に教育を受けられるよう、学校側が目

標や取り組みを定めた個別の計画書を作成するよう定め

ております。 

 本市においては、平成19年度に富良野市特別支援連携

協議会を組織し、続く平成22年度には、富良野市特別支

援教育マスタープラン基本計画を策定し、特別支援教育

の充実に取り組み、現在は第２次特別支援教育マスター

プランに基づき、さまざまな支援を行っていると認識し

ております。 

 支援事業の中で、小学生から18歳未満の支援を必要と

する子供たちの放課後の居場所を提供し、保護者の方々

の就労支援等を目的として、日中一時支援事業及び放課

後児童デイサービス事業を行っているところであります。

放課後児童デイサービスは、集団生活や生活能力向上の

ために必要な訓練、創作、作業活動など個別支援計画を

作成するなど、療育を目的とした事業であり、日中一時

支援事業は個別支援プログラムなどは策定しない、いわ

ゆる日中一時預かりであると認識しております。どちら

の事業を選択するかは、支援相談員と保護者との面談で

決めるようでありますが、私は、学校教育と連動した療

育を目的とした放課後児童デイサービス事業を推進する

べきと考えますが、放課後児童デイサービス事業の現状

と今後の方向性を伺います。 

 ３点目、学校教育について伺います。 

 キャリア教育について。 

 平成27年度から道教委主管の小中高一貫ふるさとキャ

リア教育研究校に富良野緑峰高校が指定を受け、富良野

西中学校と富良野小学校と連携して事業を展開し、富良

野市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略に

も、「ひと」をつなぐ富良野戦略の個別戦略として明記

されているところであります。 

 また、本年２月22日には、上川教育局から上川管内教

育実践表彰を受け、この活動が高く評価されており、喜

ばしいことであります。この事業は道教委主管でありま

すが、富良野市教育委員会としても、市内各校に事業の

効果を波及すべく努力をしているところと伺っておりま

す。 

 その中で、教育委員会に、富良野市キャリア教育推進

会議が設置されており、関係団体が集まり、情報交換を

含め、キャリア教育推進に向け協議を進めていると伺っ

ております。道教委主管の小中高一貫ふるさとキャリア

教育と富良野市キャリア教育推進会議とのかかわりと果

たすべき役割を伺います。 

 また、平成27年度富良野市教育行政評価報告書、教育

委員会事務事業点検・評価によると、富良野市キャリア

教育推進会議は、効果度、達成度ともにＢランクであり

ます。組織の充実が必要と考えますが、見解を伺います。 

 ２点目、食育について伺います。 

 本市の食育活動は、平成20年３月策定の子どもたちの

ための食育ガイドラインに準じて行われていると認識し

ております。ガイドライン策定時の平成20年３月の富良

野市の人口は２万4,560人、世帯数１万634世帯であった

のに対し、ことし２月末の時点で、人口は２万2,398名（99

ページで訂正）、世帯数１万825世帯（99ページで訂正）

と人口減少が進行しているにもかかわらず、世帯数がふ

え、核家族化が進行しております。夫婦共働き世帯が多

くなり、10年前と比べてテレビゲームやスマホが急速に

普及し、子供たちを取り巻く環境も一変しました。 

 独立行政法人日本スポーツ振興センターが平成22年に

行った児童生徒の食生活実態調査によれば、親の仕事の

都合により食事をする時間がばらばらで、子供は１人で

孤独に食事をする意味の孤食を強いられたり、家族それ

ぞれ個別のメニューで食事をする個食がふえ、食事の大

切さを教える場を失い、家族のコミュニケーションが希

薄になり、子供の栄養管理がままならず、生活習慣病予

備軍が増加している実態が明らかになっております。 

 本市では、「早寝・早起き・朝ごはん、みんなそろっ

て晩ごはん」を推奨して実践していることもあり、全体

的な食育が保たれているように感じますが、食育は学校

における児童生徒への食事に関する指導や地産地消をア

ピールをすることにのみならず、家庭におけるコミュニ

ケーションや食生活の重要さを知らしめる家庭教育のた

めにもガイドライン策定から９年が経過しておりますの

で、ガイドラインの見直しの時期が来ているのではない

かと考えますが、見解を伺います。 

 また、ガイドラインの資料として食育についてのアン

ケートが添付されておりますが、私はこのアンケートは

非常によくできていると思っております。子供たち、保

護者の両方に同じアンケートを施し、利用者の意識の差

を分析することができ、大変参考になります。子供たち

の家庭での生活環境が変化している現状に鑑み、このア

ンケートこそ再度実施して経年変化を捕捉し、現状に合

った対応をすべきだと考えますが、アンケートの再実施
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の意向を伺います。 

 最後に、３点目、教職員の業務負担軽減について伺い

ます。 

 国政レベルでは、働き方改革と称し、育児休暇取得、

残業時間制限、はたまた、プレミアムフライデーの試行

など議論が活発に行われております。民間企業での取り

組みでは、さまざまな改革が検討されておりますが、教

育現場ではそうはいかない現実があろうかと思います。 

 小学校の先生方は、学級担任制で、担任授業が多く、

昼休みには給食指導、休み時間には児童と一緒に行動し、

児童の安全への配慮が必要で、女性の先生方が多いとい

う特徴もあり、体力的な負荷も想像されます。 

 一方、中学校、高校では、教科担任制で、生徒指導や

進路指導、補習授業や部活動にかかわる時間が多くなり、

小学校から高校までの教育現場では、地域やＰＴＡとの

連携など授業以外の校務に多くの時間が割かれ、教員が

児童生徒と向き合う時間の確保が難しい現状があり、教

員みずからの指導力を磨き、発揮するための時間の確保

こそ必要であると考えます。 

 こうした状況の中、文部科学省では、平成27年７月、

学校現場における業務改善のためのガイドラインを作成

し、国みずからの改善策や教育委員会の支援にかかわる

取り組みを示すとともに、各教育委員会に対して業務改

善の推進に向けた支援を要請しております。また、平成

28年６月には、学校現場における業務の適正化に向けて

と題し、教育現場での業務改善の指針を発表しておりま

す。この中で、教員は、保護者に尊敬され、地域に信頼

される存在として、教員が誇りや情熱を失うことなく、

意欲・やりがいを高め、その使命と職責を遂行し、健康

で充実して働き続けることができるよう、教員が担うべ

き業務を大胆に見直すとともに、長時間労働という働き

方を改善するよう、ワーク・ライフ・バランスの実現を

果たしていく必要があると記されております。 

 以上に鑑み、富良野市教育委員会としての教職員の業

務軽減に向けた対策についてのお考えを伺い、１回目の

質問といたします。 

 失礼しました。 

 食育のところで、ガイドライン策定の平成20年３月の

富良野市の人口は２万4,560人、そして、ことし２月末の

時点で人口が２万558人と申し上げました。間違いでござ

いまして、現在は２万2,586人だったかと思います。訂正

させていただきます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

 佐藤議員の御質問にお答えをいたします。 

 １件目の観光行政についての１点目、観光振興計画に

ついてであります。 

 観光分野での人材育成につきましては、現在、富良野・

美瑛広域観光推進協議会が開催する観光アカデミーにお

いて、観光資源の再発見を初め、コミュニケーション能

力の向上や地域デザインなど学ぶ機会をつくるとともに、

市といたしましては、嘱託職員を講師とした外国人観光

客受け入れに向けた語学の研修会を開催しているところ

であります。 

 観光認定ガイドにつきましては、富良野広域圏経済活

性化協議会の人材育成事業において、ガイド養成講座を

行ったことがありますが、現在、北海道が認定する北海

道アウトドア資格制度を初め、観光認定ガイドに類する

さまざまな資格があるため、これらの資格を有する人材

の実態把握に努めたいと、このように考えているところ

であります。 

 次に、富良野地域の知識を有する人材育成を目的とし

た観光マイスター制度につきましては、観光振興計画の

策定時には各地で行われた取り組みでありましたが、北

海道商工会議所連合会が実施する北海道観光マスター検

定制度の活用や、富良野・美瑛広域観光推進協議会が実

施する観光アカデミーの中に地域学を盛り込むなどによ

り、人材育成を進めてまいりたいと考えているところで

あります。 

 次に、観光ボランティアにつきましては、ふらの観光

協会のＲＯＣＯＣＯやスキーホストへの入会を勧め、実

践を重ねることにより、人材の育成に努めてまいります。 

 また、市民に対する観光情報の提供につきましては、

広く市民に周知する方法として、広報紙を活用するとと

もに、ホームページやラジオふらのの活用についても検

討してまいります。 

 次に、新しい観光振興計画の策定における市民との協

働についてであります。 

 現在の富良野市観光振興計画は平成29年度までとなっ

ておりますので、これまでの取り組みを検証し、新たな

観光振興計画を策定してまいります。現在の観光振興計

画につきましては、観光、宿泊、飲食、物産、アウトド

ア、商工業などの団体で構成する富良野市国際観光促進

協議会のメンバーに、農業、文化、自然などの分野の人

材を加えたプロジェクトチームにより策定してまいりま

したが、新しい観光振興計画につきましても、市民の意

見も踏まえ、関係機関や団体に今後の観光地域づくりに

必要な分野の人材も加えて策定をしてまいりたい、この

ように考えているところであります。 

 次に、２点目のバリアフリー観光についてであります

が、本市におきましては、富良野市観光振興計画の人と

自然にやさしい環境整備戦略のもと、健常者だけではな

く、高齢者や障がい者を迎える観光地づくりを目指して

おります。 

 これまでの取り組みといたしましては、車椅子対応ト
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イレの観光マップへの記載を初め、バリアフリーや車椅

子、オストメイト対応の施設の電話による紹介、カムイ

大雪バリアフリーツアーセンターのホームページでの施

設紹介などで対応してきたところであります。 

 情報発信のあり方につきましては、これまでと同様に、

観光マップや電話、ホームページの対応に加え、障がい

者や高齢者に優しい情報について、関係団体と協議し、

内容の充実に一層努めてまいります。 

 次に、２件目の児童発達支援についての放課後児童デ

イサービスについてであります。 

 平成24年に児童福祉法の一部改正により創設された放

課後等デイサービスでは、学校教育法第１条に規定する

幼稚園及び大学を除く学校に就学し、特別支援学級また

は同等の支援を受けている障がい児に、授業の終了後や

休業日に児童発達センターに通い、集団生活や生活能力

の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進、その

他必要な支援が行われているところでございます。 

 現在のサービスの利用状況といたしましては、６歳か

ら17歳の児童44名が民間の放課後等デイサービス施設を

利用して、個別活動や集団活動によるさまざまなプログ

ラムを通じて、生活能力向上や集団生活への適応訓練、

遊具を使った体づくりや野外活動等の療育を行っている

ところであります。 

 障がい児の発達支援におきましては、効果的な支援を

行うため、サービスを開始する前にサービス利用計画の

作成が行われ、また、課題解決の達成度や新たな課題を

検証するために定期的なモニタリングを実施し、計画の

評価、見直しを行うこととされております。 

 また、計画の作成に当たりましては、相談支援事業所

の相談支援員と保護者が面談を行い、児童の課題解決に

向けた共通理解を図りながら、家庭環境や障がい等の状

況を踏まえた療育の内容とサービス量についてのサービ

ス利用計画がまとめられ、相談支援員、通所する発達支

援事業所、特別支援学級などの関係者によるサービス担

当者会議において、その内容の検討、調整を行い、学校

での教育課程と放課後等デイサービスにおける支援の連

携が図られているところであります。 

 さらに、心身に障がいのある幼児及び児童生徒の適正

な就学を図るために設置された富良野市特別支援連携協

議会では、放課後等デイサービス事業所の施設管理者が

委員として参加しており、教育支援委員会知的部会の中

で、学校などとの情報交換等が行われており、各関係機

関の連携により今後も障がい児一人一人の状況に応じた

適正なサービスの提供に努めてまいります。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 続いて、教育行政について御答弁

願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 佐藤議員の御質問にお答えいたします。 

 ３件目の学校教育についての１点目、キャリア教育に

ついてであります。 

 昨年度、北海道教育委員会は、小中高一貫ふるさとキ

ャリア教育推進事業の研究指定校として富良野緑峰高等

学校、富良野西中学校、富良野小学校を平成29年度まで

の３年間指定をいたしました。現在、上川教育局を中心

に、小学校、中学校、高校が連携を図りながら、生まれ

育った富良野市についての理解と郷土愛を育み、地域を

愛し、地域に貢献する態度を育てる活動を推進するとと

もに、事業の実施に当たっては、上川管内地域未来づく

り会議を設置し、専門的見地からの指導・助言をいただ

きながら実施しているところでございます。 

 富良野市内３校の連携した主な取り組みは、12年間を

見据えたマイノートの活用による一貫した指導内容の構

築や、ハッピーウェディング、ゆめらんたんプロジェク

トなどの取り組みにより、異年齢との交流の中で社会に

貢献することの醸成ということが現時点の評価として上

げられており、２月に開催された北海道キャリア教育推

進会議でも、本市の取り組みの実践発表を行うなど、全

道的にも先駆的事例として取り上げられているところで

あります。 

 これらの評価や課題については、研究指定校だけでは

なく、全ての小・中学校においても理解し、活用を図る

ため、富良野市キャリア教育推進会議において、研究校

からの実践発表を受け、小・中学校、商工会議所、ハロ

ーワークなどとも、成果や課題の共有を図っているとこ

ろであります。 

 次に、富良野市キャリア教育推進会議の果たすべき役

割と充実についてであります。 

 キャリア教育は、児童生徒が生きる力を身につけ、勤

労観、職業観を醸成することのみならず、数々の経験、

キャリアを通して、みずからの役割と価値観を見出し、

自己肯定感と自己有用感の育成を図り、郷土愛を育むこ

とを目的としております。 

 そのため、本市では、職業体験、インターンシップは

もとより、子ども未来づくりフォーラム、学社融合推進

事業、ふらの未来ラボ事業など、さまざまな事業に取り

組んでおり、さらに、各小・中学校においては、マイノ

ートの活用により、各学期や行事ごとに目標設定を行い、

振り返りと自己評価を実施しているところであります。

キャリア教育推進会議では、インターンシップの取り組

みを初め、各小・中学校のボランティア活動や学校農園

活動などの体験活動、職業観、道徳観に関する講演会な

どの取り組み状況、さらには、学校独自のマイノート作

成など具体的な内容について連携し、情報共有を図りな

がら次年度のキャリア教育に生かすこととしており、今



 - 98 - 

後とも、職業や勤労という概念に固執することなく、広

い意味でのキャリア教育を推進してまいりたいと考えて

おります。 

 ２点目の食育についてであります。 

 教育委員会では、平成17年７月の食育基本法の施行と

平成18年３月の国による食育推進基本計画や、平成17年

12月の北海道食育推進行動計画策定を踏まえ、平成20年

３月に子供たちの心身の健全な発達などのため、食育推

進を図るため、子供たちのための食育ガイドラインを策

定いたしました。 

 この食育ガイドラインは、乳幼児期から中学生期まで

の各期における食育推進の考え方と到達目標を示すとと

もに、到達目標を推進していくための発達、発育に合わ

せた食育目標を設定し、食育年齢別に食育項目と家庭や

地域の実践を明示しているもので、市のホームページで

も掲載しているところであります。 

 また、ガイドライン策定にあわせ、養護教諭などによ

る食育指針策定会議作業部会の協力を得て、小学校２年

生、５年生、中学校２年生の児童生徒の生活実態や、こ

の保護者を対象とした食に関する保護者意識の調査を実

施したところです。 

 教育委員会では、学校での食育を推進するため、この

食育ガイドラインを活用しながら、現在、富良野小学校

と富良野西中学校に１名ずつ栄養教諭を配置し、平成28

年度では、市内の11小・中学校で食に関する指導を行う

とともに、各小・中学校の養護教諭と連携して食に関す

る正しい知識と望ましい食習慣を身につけることを目的

に、食の指導を行ってきたところであります。 

 子どもたちのための食育ガイドラインの見直しにつき

ましては、策定後ほぼ10年を経過したこともあり、今後、

国が策定しております第３次食育推進基本計画や北海道

のどさんこ食育推進プラン（北海道食育推進計画（第３

次））を踏まえ、児童生徒及び保護者の食に関する意識

調査を実施しながら、教職員や関係機関と連携し、食育

ガイドラインの見直しを図ってまいりたいと考えており

ます。 

 ３点目の教職員の負担軽減についてであります。 

 学校現場を取り巻く環境は、多様化、複雑化しており、

学校に求められる役割が年々拡大してきております。そ

れに伴う教職員の長時間勤務が全国・全道的に指摘され

ており、日本の中学校教員１週間当たりの勤務時間は53.9

時間という調査結果もあり、また、北海道教育委員会が

実施した昨年度の調査では、道内の教職員のうち、約１％

が病気による休職という報告もされているところです。 

 本市においても、数値的な統計はありませんが、部活

動指導による長時間勤務や休日出勤が顕在化されている

とともに、多忙化による恒常的な残業が管理職員や関係

団体から報告されている実態もあり、教育委員会として

も学校現場の業務改善が必要と認識をしている状況であ

ります。 

 北海道教育委員会では、平成21年８月に策定した教育

職員の時間外勤務等の縮減に向けた取組方策に基づき、

教員が子供たちと向き合う時間の拡充に向けて、本年度

においても、部活動休止日の設定などの取り組み充実、

週休日の振りかえや休憩時間に係る制度の周知と有効活

用、管理職員による業務管理の充実、定時退勤日や時間

外勤務等縮減強調週間の定期的な実施を時間外勤務等の

縮減に向けた重点取り組みとして位置づけています。 

 また、文部科学省においても、平成27年７月に学校現

場における業務改善のためのガイドラインを作成し、さ

らに、昨年６月には、学校現場における業務の適正化に

向け、国、教育委員会、学校の有機的連携による具体的

な改善方策が通知されました。これら通知が出されるた

びに、教育委員会でも、校長会、教頭会等において、学

校における業務改善について指導しているところであり

ます。 

 本市では、平成11年度より学社融合推進事業に取り組

むとともに、平成20年度からは学校支援地域本部事業を

実施し、地域の教育資源の有効活用と学校支援ボランテ

ィアの拡充を推進してきたところですが、教職員の負担

軽減という観点では必ずしも効果が得られている状況に

は至っておりません。 

 また、部活動についての外部指導者の導入や部活動休

養日の設定についても、本市においては、地域的に困難

性が高いという実情が報告されています。 

 平成29年度より学校と保護者と地域住民がともに知恵

を出し合い、学校運営に意見を反映させ、地域とともに

ある学校づくりを進めるコミュニティ・スクール制度を

市内全小学校での導入を予定しておりますが、導入して

いる自治体では、導入の成果として、学校と地域の情報

共有、相互理解、連携によって、教職員が子供と向かい

合う時間が増加した例も報告されておりますので、コミ

ュニティ・スクールの導入により、少しでも教職員の負

担軽減に寄与するものと期待をしているところでありま

す。 

 今後の教職員の時間外勤務等の縮減及び教職員が子供

と向き合う時間の確保に向けて、学校管理職と連携を図

りながら、引き続き、各種通知に基づきながら対応を進

め、教職員が持っている力を高めることができ、発揮で

きる環境づくりに努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 途中ではありますけれども、ここ

で10分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後２時10分 休憩 

        午後２時18分 開議 
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     ――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き、会議を開きま

す。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 再質問ございますか。 

 10番佐藤秀靖君。 

○10番（佐藤秀靖君） それでは、順次、再質問をさせ

ていただきます。 

 冒頭に、先ほど、私が質問の中で訂正をさせていただ

きました食育のところに関する人口の具体的な数字が間

違っておりましたので、訂正をさせていただきます。平

成29年２月末の富良野市の人口が２万2,398人、世帯数が

１万825世帯が正答であります。大変失礼しました。 

 それでは、順次、再質問をさせていただきます。 

 まず、１番目の件であります。 

 市民との協働の観光のまちづくりに掲げている観光ボ

ランティア、認定ガイド、マスター制度等々の３件につ

いて調査を行っていただき、それから、前に進めていた

だけると前向きな御答弁を頂戴したところと認識してお

ります。平成29年度で、現行の観光振興計画が終了しま

すけれども、いま申し上げた３点の事業について、平成

29年度中に実行し、さらに29年度中に完了をするお考え

なのかどうなのか、または、それを持ち越して次年度以

降も継続してというお考えであるのか、伺います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 佐藤議員の再質問にお答えい

たします。 

 観光ガイド、観光マイスター制度、観光ボランティア

と３点についての質問かと思います。 

 観光ボランティアについては、先ほど市長から答弁さ

せていただいたとおり、春から秋にかけてＲＯＣＯＣＯ

ということで、観光協会のほうで駅前で御案内をしてい

る観光ボランティアの方、それから冬季間のスキーガイ

ドということで、こちらの育成、確保を図っていきたい

と考えておりまして、観光アカデミーの中の語学研修会

を昨年12月に実施いたしました。その受講者の皆さんも

お誘いをいたしまして、参加したい、あるいは、考えて

みるというような話が過半数であったということでござ

います。 

 次に、観光ガイドについては、富良野市独自に観光ガ

イドを育成するということではなくて、いま、観光ガイ

ドの資格というのがかなり多岐にわたっております。そ

れらの観光ガイドを保有している方、あるいは、これか

らとろうとしている方の実態の把握に努めて、そちらの

ほうでガイドの活躍をしていただきたいというふうに思

っております。 

 それから、観光マイスター制度については、やはりこ

ちらについても市独自で実施するということよりも、既

存の北海道観光マスター検定というのがございますので、

こちらを取っている方を活用させていただくということ

と、富良野・美瑛広域観光推進協議会で実施している観

光アカデミーの中に、富良野の歴史なり観光という地域

学の時間を設けながら人材の育成を図っていきたいとい

うことございますので、これを基本に続けていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて、質問ございますか。 

 10番佐藤秀靖君。 

○10番（佐藤秀靖君） ただいま御答弁いただきました。 

 私は、前回の一般質問のときにも申し上げましたけれ

ども、この事業を決して必ずやらなければいけないとは

思っていないのです。この事業を進める最大の理由とい

うのは、市民の皆さんに観光との接点を持っていただく、

観光についての意識を持っていただくということが最大

の目標であろうというふうに考えております。 

 次の質問の市民に対する情報提供、それから、情報の

共有という部分は、午前中の水間議員の一般質問にもあ

りましたが、市民と協働のまちづくりと連動するわけで

あります。午前中に、水間議員のほうから、市民と協働

のまちづくりはイメージしにくい、理解促進のための見

える化が必要ではないのかという趣旨の質問があったか

と思います。この観光についての理解、促進というのは、

全体の市民との協働というよりは、基幹産業としての観

光についての理解の促進、それから、情報の共有という

ことだと思うのです。 

 ということで考えると、先ほどの事業もそうなのです

けれども、富良野市として産業としての観光をこういう

ふうに考えています、このような事業を進めたい、しか

らば市民の皆さんもぜひお手伝いをいただきたいという

ような投げかけが必要なのだと思うのです。そのための

事業の推進ということで、先ほどの３項目もあるのでは

ないかなというふうに考えています。 

 市民の皆さんとの情報の共有、それから、理解の促進

という意味で、先ほどの３事業の推進、いろいろなツー

ル、機会を捉えて情報発信をしていくということであり

ました。私の前回の一般質問でも伺ったと思うのですが、

そのときの答弁でも広報及びホームページ等々を活用し

てというふうに伺っていますが、私の記憶によると、私

から質問して以来、広報で観光についての情報発信がい

まだ一度もないように感じておりますが、この部分をぜ

ひ強化していただきたいという意味で、具体的にどうい

うふうに考えているか、再度伺います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 観光について、市民の皆さん

に情報提供する、あるいは、共有する、市民の皆さんに
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観光について知ってもらう、一緒に観光に携わっていた

だくということで、昨年の第２回定例会で、市長からの

答弁の中でも、市民全体のおもてなしの心ということが

大切であるというようなお話もさせてきました。 

 その中で、広報等によることについて工夫をするとい

うことで、私から答弁させていただいております。 

 具体的に申し上げますと、平成29年度において年数回、

できれば四季ごとに観光の特集企画記事を掲載して情報

提供を図っていきたい、その内容については今後検討し

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（北猛俊君） 続いて、質問ございますか。 

 10番佐藤秀靖君。 

○10番（佐藤秀靖君） 続いて、（仮称）新富良野市観

光振興計画について伺います。 

 さまざま御説明をいただきました。広く一般の市民、

団体、組織に参画をしていただく必要があるのではない

かということを質問させていただきまして、御回答いた

だいたところであります。 

 現行の計画の策定が終わってから、北の峰、それから

東山、山部の各地域で、地域観光振興計画が策定された

わけですけれども、新しい観光振興計画において、この

地域観光振興計画に携わった方々にも参画をしていただ

いて、整合性のある新観光振興計画をつくる必要がある

と思いますが、そのお考えはありますでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 経済部長原正明君。 

○経済部長（原正明君） 佐藤議員の御質問にお答えい

たします。 

 新富良野市観光振興計画につきましては、市長答弁の

とおり、広く市民の皆さんの意見をいただくということ

と、それから、関係する団体、前回は富良野市国際観光

推進協議会という母体がございましたけれども、その後、

富良野市観光戦略会議というものも設置をして検討して

ございますので、そちらを中心に考えをまとめていきた

い、その中で広く市民の皆さんの意見をまとめていきた

いというふうに考えております。 

 現在、経済産業省からの受託事業、市が受託するわけ

ではなくて、全体ということで、公益財団法人日本交通

公社が経済産業省から受託して、世界が訪れたくなる観

光地づくりに向けた高度化計画策定事業というのを国が

やっておりまして、そのモデル地域に富良野市、それか

ら、三重県の伊勢、志摩、鳥羽、大分県の湯布院、沖縄

の恩納村というところがございまして、そちらの現状を

把握、それから、将来ビジョンというような手助けをし

ていただくということになってございます。 

 遠くから見た鳥の目ということで、外部の皆さんの意

見も取り入れながら、市民の皆さんの御意見を総合しな

がら、新たな計画を策定していきたいというふうに考え

ております。 

○議長（北猛俊君） 続いて、質問ございますか。 

 10番佐藤秀靖君。 

○10番（佐藤秀靖君） それでは、キャリア教育につい

て伺います。 

 先ほど教育長のほうから、富良野市キャリア教育推進

協議会の役割について御答弁をいただきました。このキ

ャリア教育を進めるに当たって、この推進会議は、職業

選択、進路指導、インターンシップのための会議ではな

く、それに固執をしない広い意味でのキャリア教育の推

進のための組織というふうに伺いました。 

 昨年の第４回の定例会で、私も質問をさせていただい

て、このキャリア教育、それから推進協議会の役割につ

いて伺ったところ、教育長からは、この推進会議につい

ての役割をより一層、活性化を図り、学校と事業所との

連携を図り、キャリア教育の充実に努めたいという御答

弁をいただいています。この推進会議の会議録も見せて

いただきました。それから、内容も伺ったのですけれど

も、私が見る限りにおいては、推進会議が先ほど申し上

げた進路指導、インターンシップのための会議になって

しまっているのではないかというふうに思えるのです。

なぜなら、この構成メンバーが各学校の御担当の先生方、

それから、富良野商工会議所、市Ｐ連、ハローワークと

なっています。議事録を見ても、各校からの実施をした

報告というところにとどまっているわけです。 

 先ほどのお話のとおり、もっと広い意味でのキャリア

教育が私は必要だと思っているのです。そのためには、

先ほどの答弁の中にありましたふらのみらいらぼ、それ

から、未来づくり会議等々、地域のキャリア教育にかか

わるであろう組織・団体の方にも入っていただいて、富

良野市が目指すキャリア教育というのはこういうものだ

という議論をできる場にしなければいけないと思ってい

るのです。 

 現在、この推進会議は年１回、それで各学校の事業報

告だけに終わってしまっているのです。事業報告は別の

機会にでもできると思うのです。この富良野市全体でど

う進めていくかという実質的な議論をしなければいけな

いと思うのですが、そういう市内の協力していただいて

いる組織・団体の形も入っていただいて、目指すべき姿

を議論していくべきだと思うのですが、見解を伺います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長遠藤和章君。 

○教育委員会教育部長（遠藤和章君） 佐藤議員の再質

問にお答えいたします。 

 富良野市のキャリア教育推進会議でございます。 

 いま議員から御提案ありましたように、私どもとして

も、平成27年から29年度、３年間、せっかく北海道のほ

うから緑峰高校、富良野小学校、そして、富良野西中学
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校が研究指定校というふうに指定をされて、この３年間、

未来づくり会議の中において、いろいろな協議、お話が

されてきております。そういうこともありますので、今

後、ふるさとキャリア教育については、29年度で終わり

ますけれども、30年度以降につきましては、ふるさとキ

ャリア教育の精神を受け継ぎながら、その構成員には富

良野市のキャリア教育推進会議のほうに、全員ではない

かもしれませんけれども、構成メンバーとして入ってい

ただいて、より充実したキャリア教育を進めていきたい

というふうに考えているところです。 

 以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で、佐藤秀靖君の質問は終了

いたしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

        散  会  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） 以上で、本日の日程は終了いたし

ました。 

 明９日の議事日程は、お手元に御配付のとおり、今利

一君ほか２名の諸君の一般質問を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

                午後２時34分 散会 
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